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開会 午後２時00分 

○委員長（丹尾廣樹君） 定刻になりましたので、ただいまから100条調査特別委員会を開

会いたします。 

 開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 本日はお忙しい中、第２回100条調査特別委員会に御出席をいただきありがとうござい

ます。 

 10月25日の第１回100条委員会から、早いもので３週間近くが経過してしまいました。

議会の日程の都合もありましたが、何分初めてのことであり、準備に手間取り、委員の

皆様には御心配をおかけし、誠に申し訳ありませんでした。 

 さて、今回、次第の協議事項にあるとおり、我々委員会メンバーを守るために顧問弁

護士の選任を皆様にお諮りすることといたしました。そのため、当初の調査経費30万円

では足らず、90万円の追加経費が必要と試算されたところであります。 

 調査経費の総額変更には議会での議決が必要となるため、第３回の100条委員会の日程

は、早くても12月議会の初日、11月29日以降となります。 

 もちろん12月議会に入れば、一般質問また代表質問の準備などで忙しくなると思いま

すが、計画した調査期間のこともあり、極力今後の日程や調査内容を詰めて実施してい

こうと思いますので、委員の皆様には当100条調査特別委員会に特段の御配慮、御協力を

お願い申し上げます。よろしくお願いします。 

 さて、本日は報道機関および一般の方から傍聴の申出があります。鯖江市議会委員会

条例第19条第１項の規定に基づき、これを許可することとしてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（丹尾廣樹君） 異議なしとのことで、入室を許可することにいたします。 

 なお、委員外議員につきましては、鯖江市議会委員会条例第19条第１項の規定に基づ

き、入室は認められております。 

（報道機関、傍聴人入室） 

○委員長（丹尾廣樹君） 報道機関から事前に撮影および録音の申出があります。本日は

証人喚問はなく、証人の意見を聞く必要がないことから、これを許可することとしてよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（丹尾廣樹君） 御異議なしとのことで、本日は撮影および録音ともに許可する

ことといたします。 

 それでは、協議事項に入ります。 

 協議事項１、弁護士の選任についてでございますが、鯖江市議会100条調査特別委員会

を進めるに当たり、地方自治法だけでなく、民事訴訟法などの各種法令を遵守し、適正

かつ円滑に進めることが責務であると考えております。 

 ついては、福井弁護士会会員の井花正伸弁護士を当委員会の法的助言者として選任さ

せていただきたいと思いますので、事務局より選任理由などについての説明を求めます。 
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 議会事務局長。 

○議会事務局長（九島 隆君） それでは、資料Ｎｏ.１を御覧いただきたいと思います。 

 福井弁護士会会員の井花正伸弁護士でございますが、福井市大手２丁目に事務所を構

えておられます。 

 井花弁護士を選任する理由についてでございますが、100条委員会の設置につきまして

は県内でもあまり例のない案件でありますので、当委員会に関する法的アドバイスを受

ける弁護士の選任に当たりましては、実務経験や知識豊富な弁護士であることが望まし

いことから、県内でここ10年において100条委員会の助言を経験された弁護士といたしま

しては、令和元年度に敦賀市議会の100条委員会におきまして助言された経験を持つ井花

弁護士のみとなっております。 

 あわせまして、福井弁護士会に対し弁護士の推薦依頼をいたしましたが、一事件に対

する弁護士のあっせんや推薦につきましてはできないということでありました。 

 また、県外の弁護士につきましては、100条委員会での助言を経験された方が数多くい

らっしゃいますけれども、急な相談としてお越しいただくには時間と費用もかさむこと

から、適当ではないというふうに考えられます。 

 以上でございます。 

○委員長（丹尾廣樹君） ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

 特にないようですので、質疑を終結いたします。 

 採決いたします。 

 協議事項１、弁護士の選任について、鯖江市議会100条調査特別委員会の法的助言者と

して、福井弁護士会の会員の井花正伸弁護士を選任することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（挙 手 全 員） 

○委員長（丹尾廣樹君） 挙手全員であります。よって、協議事項１、弁護士の選任につ

いては原案のとおり可決されました。 

 次に、協議事項２、調査経費の増額変更に係る決議案の提出についてでございます。 

 ９月22日の令和４年９月定例会にて可決されました動議における調査経費につきまし

ては、30万円以内となっておりました。 

 調査経費を精査しましたところ、今ほどの協議事項１において決議いたしました法的

助言を求めるための弁護士費用をはじめ、10回にわたる議事録作成のための反訳に係る

経費など、調査経費の増額が必要と考えられます。 

 事務局より調査経費の積算根拠について説明を求めます。 

 九島議会事務局長。 

○議会事務局長（九島 隆君） それでは、資料Ｎｏ.２を御覧ください。 

 鯖江市議会100条調査特別委員会の調査経費の追加に関する決議案でございます。 

 まず、この決議案につきまして本委員会で審議していただき、12月定例会の初日に本

会議におきまして議決する必要がございます。 
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 調査経費の金額といたしましては、さきに議決されております調査経費額の30万円以

内から、90万円を追加し120万円以内とするものでございます。 

 資料を１枚おめくりいただきまして、まず弁護士経費でございますが、日本弁護士会

の標準単価としまして、タイムチャージ方式、１時間当たり２万2,000円で計算し74万

8,000円、また福井市からの旅費としまして、１回当たり2,000円の８回で１万6,000円で

積算しております。 

 次に、証人・参考人経費でございますが、100条調査特別委員会が選挙人その他の関係

人に証人や参考人として出頭を求めた場合、地方自治法第207条におきまして、議会は条

例に定めるところにより実費弁償を支給しなければならないことが規定されております。

これを受けまして、証人の交通費として３万円、証人の日当として４万5,000円、証人の

宿泊費としまして２万円を積算いたしております。また、鯖江市一般職の職員の旅費等

に関する条例第３条第５項および第６項ならびに同条例第12条に基づき積算することで

御了承いただきたいと存じます。 

 次に、その他の委託料といたしまして、議事録作成のための音声データ反訳料でござ

いまして、迅速かつ正確な議事録を作成するためにも、本会議の議事録作成時と同額の

単価で積算し、計上しております。 

 最後に、消耗品といたしまして１万3,000円余を計上し、調査経費の総額120万円とし

て積算いたしました。 

 以上でございます。 

○委員長（丹尾廣樹君） ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 調査経費の積算についてと増額変更に係る決議案の提出について

は、今説明をお伺いしてよく分かったというか、内容については理解できたところであ

りますけれども、賛否に入る前に１件意見として申し上げておきたいのは、動議提出者

が本会議に提出された折には、30万円という予算を動議提案と共に示されたわけであり

ます。それを基に議決された結果、賛成多数で100条調査委員会が設置されて、予算は30

万円以内というふうに認められているわけでありますけれども、そのときに私も当日、

本会議の場でお伺いいたしましたが、積算根拠をお伺いした際に、動議提出者について

は、昭和51年の９月議会で土地開発公社の問題に関することを根拠とされたことであり

ます。いずれにいたしましても40年以上前のことでありますので、予算というのは重要

なことでありますので、少しその根拠について懸念の意を表したわけでありますけれど

も、今回もこうした示された調査経費の増額については、個人的には妥当なものではな

いかと考えますけれども、動議提出者の30万円という予算根拠に関しては、少し精査が

不十分であったりとか、動議提出される前の根拠が少し薄弱であったなという印象を持

ちながら今回のこのことを聞いたということは、意見として申し上げたいと思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） ほかにありませんか。 

 ほかにないようですので、質疑を終結いたします。 
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 採決いたします。 

 協議事項２、調査経費の増額変更に係る決議案の提出について、原案のとおり賛成の

方の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○委員長（丹尾廣樹君） 挙手全員であります。よって、協議事項２、調査経費の増額変

更に係る決議案の提出については原案のとおり可決されました。 

 次に、協議事項３、オブザーバー（正副議長）の設置についてでございますが、正副

議長につきましては、立会人として本委員会のオブザーバーに就任いただきたいと考え

ております。 

 このことにつきまして、質疑はありませんか。 

 江端委員。 

○２番（江端一高君） １点確認をさせていただきたいんですが、オブザーバーという立

場での正副議長の出席、御参加ですけれども、この場合はやはり発言はできないという

ことでの参加ということでよろしいんでしょうか。 

○委員長（丹尾廣樹君） そのとおりであります。 

○２番（江端一高君） ありがとうございます。 

○委員長（丹尾廣樹君） ほかにありませんか。 

 ほかにないようですので、質疑を終結いたします。 

 採決いたします。 

 正副議長を本委員会のオブザーバーとして設置することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○委員長（丹尾廣樹君） 挙手全員であります。よって、正副議長を本委員会のオブザー

バーとして設置することは原案のとおり可決されました。 

 次に、協議事項４、次回委員会での証人喚問についてでございます。 

 まず、証人喚問を行うべき対象者の１人目についてでございますが、事前に各委員か

ら証人喚問を行うべき対象者につきまして御意見をいただいているところであります。 

 各委員からの御意見を集約いたしますと、複数人のお名前が挙がっているところでは

ありますが、多数の委員から御意見がありましたように、全ての委員が共通認識の下で

２つの調査事項の詳細を明確にする必要があると考えられるため、まずは動議提出者で

あります水津達夫議員を証人喚問したいと思いますが、質疑はありませんか。 

 木村委員。 

○14番（木村愛子君） 前回の委員会で、どういう方に出頭を求めて、どういう証言を得

たいから求めるかというふうな、委員長に提出いたしましたけど、今、多数というふう

な委員長の進行ですけれど、委員一人一人はどんなふうに皆さんがお出しになったのか

なというのは、どういう方に証人として出頭を求めたいというのは。 

 自分はお出しした資料を覚えていますし分かりますけど、委員みんながそれを理解し

なくてもよろしいんでしょうか。 
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○委員長（丹尾廣樹君） （マイク不通）……で今この話をさせてもらっていますので、

事務局のほうで集約結果の資料がございましたら提出をお願いしたいと思います。委員

の分だけ提出をお願いしたいと思います。 

 事務局次長。 

○議会事務局次長（熊野正章君） 休憩をお願いします。 

○委員長（丹尾廣樹君） 休憩します。 

休憩 午後２時18分 

再開 午後２時26分 

○委員長（丹尾廣樹君） 再開します。 

 菅原委員。 

○20番（菅原義信君） 今の林下委員の意見というのは、ちょっと違うと思ってんやって

の。えらい割り引いて理解をしているというか、そういう部分が随分大きいと思うんや

って。 

 つまりどういうことかというと、今、証人としてぜひ呼んでほしいという人について

は、名前をこの間、皆さん方、書面でもって提出されたと思うんやっての。だから、そ

れについてはここでもって、なぜ呼んでほしいかということについては、ここで趣旨説

明があるはずなんや。その人を呼んでほしいという。それでもって初めて認識できると

いう部分は、それは当然あるわな。 

 それと、水津議員を呼ぶという話ですけれども、しかし、動議として本会議でもって

もう議決された内容なんやっての。だから、議決された内容についてはここに委託をさ

れているわけや。委任をされているわけや。だから、その動議の趣旨の中にその人の名

前が載っていなかったか載っていたかということは、あまり大した問題ではないと思う

んや。それは２人か３人か、議員の名前は確かに出ていたかもしらんけど、これは議員

として、直接的な議会の中にある人間が当然そういうことをしたということでもって名

前が出ているだけであって、全体のここで100条委員会として解明しなきゃいけない問題

というのは、それは１番のところでもって説明されているとおりだと。 

 だから、それをここでもってもう一遍蒸し返して趣旨説明してくれなんていうのは、

それは100条委員会を設置した意味ってなくなってしまうやないか。そんなことすると。

それを説明してもらってどうするんや。そういうことやって。 

○委員長（丹尾廣樹君） 林下委員。 

○１番（林下豊彦君） 今ほど菅原委員がおっしゃっておりますが、100条委員会というこ

の中で情報の量の格差、もともと衛生組合でいろんな経験をして、いろんな人の話を聞

いた人と、私は何の委員でもありませんでしたし、100条委員会の委員でもありませんで

した。私に与えられた書類は、その調査項目２項目３行だけです。 

 この中で、やはり100条委員会というものをやるに当たって、何が、どんな事実があっ

たのかを、みんなで今のこの中で共有するということが大切だと思います。そのために

は、やはり議案を提出された水津議員を参考人として招致して、なぜ、何が問題がある
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のかということを、やはり明らかにもう一度、100条委員会というこの大切な委員会の場

に、設置しました、勝手にやってくださいというわけではないと思いますので、水津議

員の思いというものも含めて、確実にここで情報を共有するという作業が、まず第一に

必要なことだと私は思っております。 

 ですから、僕の提出した名前には、本当に水津議員を私は書かせていただきましたけ

れども、ほかの人の名前が出てくること自体が私には全く理解できません。委員会とし

てやっていることです。委員会としてやっていることなので、ほかの人の名前がなぜ出

るんだと。その情報を共有されていないのに、この委員会を進めること自体が乱暴過ぎ

ます。 

○委員長（丹尾廣樹君） 菅原委員。 

○20番（菅原義信君） だから、情報を共有するために100条委員会というのはあるんやと

思うんやって。だから、こういう100条委員会を開いているわけや。 

 だから、どういう人を証人として呼ぶのか。だから、それは当然呼ぶべきだという趣

旨説明がこれからなされるはずや。それでいいんじゃないか。我々だって同じだよ。 

○委員長（丹尾廣樹君） 林下委員。 

○１番（林下豊彦君） ですから、100条委員会というものを議会としてつくっているんで

す。水津議員の提案によって。ですから、水津議員がなぜ、何の問題があってこの100条

委員会を設置しろと言ったのかを、確実にここで皆さんと共有するということから始め

ないと、さっきも言いましたけど、２項目３行の調査項目の中に、名前は２人しかない

んです。提出者した水津さんと、私が知り得る人はその３人だけですよ。 

 じゃ、１項目めは一体誰を証人喚問するんだって言ったら、私は言えませんって、じ

ゃ、そのたくさんいるというものを全員で共有しないと、委員会で、衛生組合で聞いた

もの、見たものも、僕たちもそのレベルに持っていってください。そうしないと、この

委員会は始められないし進められないと私は思っています。 

○委員長（丹尾廣樹君） 菅原委員。 

○20番（菅原義信君） だから、名前が２人しか出ていないということでもって、そのほ

かのことについては今まで全く認識はされていなかったんだという、そういう議論の立

て方というのは、この100条委員会としてはふさわしくないって、それは。 

 それと水津議員は、それは十分だったか不十分だったかは別にして、本会議でもって

趣旨説明はされているわけや。もうしてんてるわけや。それに基づいてこの100条委員会

というのはもう設置しているわけや。それをもう一遍やり直せというのは、一体どうい

うことなのかということや。趣旨説明が悪かったから、だからこの場でもって100条委員

会の設置はもう撤回しろと、こういうことにもなるということなんか。 

 そうでなくたって、何ていうかな、議員として本会議でもって議決された内容につい

て、設置された委員会にもう一遍やれなんていうのは、ちょっとどうかしてるで。 

○１番（林下豊彦君） どうかしてませんよ。 

○20番（菅原義信君） いや、どうかしてるって、それは。 
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 それは、例えば普通の一般の議案やったら、例えば予算は通したと。本会議でもって

やな。そやけど中身は分からんさかいに、もう一遍委員会を開き直して議論しろと言う

のと変わらんで。あなたの言っているのは。 

○委員長（丹尾廣樹君） 林下委員。質疑として言っているんですか。討論として言って

いるんですか。最後のお話にしてください。まとめてください。 

○１番（林下豊彦君） 議場で確かに水津議員はおっしゃって、幾らか、幾つかおっしゃ

っておりましたが、聞いたことに対して答えているような答弁ではなかったと私は認識

しておりますので、そこに対してもう一度確実に聞きたいなという思いで話しておりま

す。 

○委員長（丹尾廣樹君） 菅原委員。 

○20番（菅原義信君） それは、林下委員が認識していなかったからといって、一旦議決

された内容について、私はやっぱり分からなかったので、もう一遍委員会を開き直して

説明してくれと言っているのと同じだぜ。 

○14番（木村愛子君） そうやね。委員会を止めろと言っているのと同じやね。 

○委員長（丹尾廣樹君） 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 今から誰を証人に呼ぶかということをこの当該の委員会の中で議

論していくということですので、その過程として、菅原委員、林下委員がおっしゃって

いることは理解できますが、１点だけ、僕も今の皆様の御協議の内容を聞いて思ったの

は、動議提出者の議員をこの100条委員会に呼ぶことは、決しておかしいことでも100条

委員会を理解していないことでもなくて、前回の第１回目のときに申し上げましたけれ

ども、関係人として発言議員に来ていただくことは可能であるということが既に前例と

して開かれているので、この件について委員長に御確認したところ、委員長判断として

呼ぶことはできるということであります。 

 ですので、当該の動議提出者議員を証人喚問すべき方で呼ぶべき人でないかというこ

とで、委員会の中で名前を挙げることがルールにのっとっていないことではないという

ふうに理解しておりますし、その結果として皆様でいろいろ議論をしたり協議をした中

で、どういうふうな結論に至るかということは、またその後のことだと思いますので、

動議提出者の名前をここで挙げること自体が、そもそも議会として、100条設置の委員会

のルールとして違うんだということに関しては、それこそ違うというふうに私自身は理

解しております。 

○委員長（丹尾廣樹君） 菅原委員。 

○20番（菅原義信君） つまり、証人喚問というのは、やっぱりこの間、動議として出さ

れましたああいう趣旨の、その範囲の中での調査権限だと。100条委員会というのはね。 

 だから、水津さんはその調査をすべきだということでもって動議を出されたわけなん

やっての。だから、そう言ったら本当は証人ではないわけなんや、彼は。いわゆる今問

われている中身の証人ではないわけなんや。だから、それと同じレベルでもって今ここ

で証人として呼ぶべきだと言うのは、ちょっと違うと思うんやって。そう思いませんか。 
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○委員長（丹尾廣樹君） 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） これは鯖江市議会でも四十数年ぶりに行われる100条調査委員会で

ありますので、私自身もルールを熟知しているものとは到底言い難いところは申し上げ

ながらでありますけれども、自分自身で100条委員会のルールであったり、これまで事務

局から示された資料であったり、もしくは他自治体で行われた100条調査等々の事例など

も自分なりに調べた中では、動議提出者を証人として呼ぶことに別に何らおかしいこと

はないというふうに自分自身は理解しておりますので、その点は菅原委員と見解を相違

しているんだというふうに思っておりますけれども、いずれにいたしましても、証人と

して呼ぶべき方ではないのかというふうに意見も併せて表明をしておきます。 

○委員長（丹尾廣樹君） 菅原委員。 

○20番（菅原義信君） ただ、さっき林下委員が言った、いわゆる動議の中身について、

趣旨そのものについて理解が及ばんところがあると、こういう話をされたけど、そうい

う趣旨で呼ぶべきものではないと思うんやって。 

○委員長（丹尾廣樹君） ほかにありませんか。 

 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） 調査事項の（１）新ごみ焼却施設等整備・運営事業の経緯と疑義

に関する事項という中に、いわゆる公取委員会に出された文書がありますけども、これ

に基づいた人物は100条委員会に来ていただくというのは可能だというふうに判断しま

す。私はそのように思っています。 

○委員長（丹尾廣樹君） 江端委員。 

○２番（江端一高君） 私、今何の議論をしているか、ちょっとずれてしまったんではな

いかと思うんですが、公開をするかしないかという話だったかと思うんです。誰を今呼

ぶか、具体的なお人ではなくて、それぞれ委員さんが出された方たちをどのような形で

情報共有するかというところからスタートしたかと思うんですが、それに関して委員長

はどのようにお考えですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） 今の議論は、皆さんのお考え、いろいろるる述べていただきま

したけども、今は証人喚問をどなたにするかということで、一番最初に水津議員を証人

喚問したいという意見が何人かございましたので、その方についてどうなんだというこ

とで質疑応答を願っているわけですよ。 

 それについて、これはぜひとも必要だと、こういう意味で必要だと、こういう意味で

はもう必要ないというような形で、決議を採っていきたいなと、こんなふうに思うから、

今こういう話題、それぞれ出していただいているというような整理をさせていただいて

います。 

 江端委員。 

○２番（江端一高君） そうしますと、各委員さんが出されたそれぞれの呼ぶべき、呼ん

だほうがいいとお考えの方それぞれに対して、全てこのような形で質疑を行って、呼ぶ、

呼ばないを決めていくというやり方を取られるということですね。 
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○委員長（丹尾廣樹君） はい、そのとおり。 

 江端委員。 

○２番（江端一高君） そうしましたら、私もやはり動議提案者である水津達夫議員をお

呼びしたいというふうに考えております。 

 これは、本会議場でも私、何度も質問させていただいたんですけれども、やはりこの

調査項目（１）に関しての疑義が明確ではありません。あまりにも範囲が広過ぎると感

じております。より的を絞った調査を行っていくためにも、やはり提案者である水津達

夫議員にお越しいただいて質問等をさせていただくのが自然であるというふうに考えま

すし、必要であります。 

 調査項目の２に関しましては、ある程度実名が出ておりますので、その方たちをお呼

びすればより具体的なことが分かっていくとは思いますけれども、今様々な委員さんが

おっしゃっていますけれども、やはり動議提案者である水津達夫議員にお越しいただい

て、この疑義に関して一体何なのか、何が根拠でどう疑いを持たれたのか、一体どの点

を調査すべきなのか、何が駄目なのか、その辺をはっきりさせて、そして進んでいくべ

きだというふうに考えます。 

 以上です。 

○委員長（丹尾廣樹君） 証人および参考人出頭要求（案）集約結果ということが委員の

皆さんのところに行ったかと思います。 

 この中で、第１回、簡単に言いますと第３回目になりますけども、第１回目の調査と

いいますか喚問予定の方という部分を皆さんから出していただこうというような考えで

おります。そして、その第１回目に当たる候補ということで、皆さんから集約したのが

この文書でございます。 

 そういったところで、内容も書かれているとは思いますけれども、この方、６人出て

おります。一人一人順を追って、３回目の喚問に来ていただくかどうか、こういったこ

とを問いただしていったらどうかなと思っております。 

○１番（林下豊彦君） 手元の資料に何人かのお名前が書いてあります。私にはちょっと

よく分からない立場の人たちばっかりですけれども。僕は今ここでこの方々の名前はや

はり出すべきではないと思っているのは、先ほどの、この100条委員会が民事訴訟法にの

っとった非常に重い委員会であるということも考えますと、弁護士を設置するという話

がもう皆さんの意見として総意で決まっておりますので、やはりその弁護士を設置した

後、どういう状況か、本当にこういうことをしていいか、名前を出していいか、この段

階で出していいか、こういう問いかけをしていいかということも含めて確認をいただか

ないと、今ここで名前を出すというのは、ちょっといささか早いんじゃないかなという

思いで私はおります。 

○委員長（丹尾廣樹君） 名前をそういったことで伏せるということも必要かなとは思い

ます。そのために、いわゆるまだ世に出ていないというんか、こういったところに出て

いない部分につきましては、名前を例えば何ページのこの方というような形で……（マ
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イク不通）……していきたいなと、こんなふうに思うところでございます。 

 やり方はいろいろあると思うんですけども、自分のほうから挙げてもらっていいよと

言う人もおられますけども、こういった部分、十分必要があると思いますので、先ほど

言いました議員名、それから職員ですね。市職員とかそういった公務に携わる方につき

ましては、そのままのお名前を出させていただきます。 

 江端委員。 

○２番（江端一高君） 委員長から今そのような形でいわゆる採決をしていって、それぞ

れ可否を決めていくというふうに私は受け止めましたけれども、改めて私、申し上げた

いと思うんですが、今、弁護士の選任が決まりました。これはまた議決しておりますの

で、今後この委員会に弁護士さんがついていただけるということが決まったかと思うん

ですが、これなくして社会的地位をおとしめる可能性がある名前、またはそれに関係す

るような、例えば伏せたとしても、推測されるような形で、今この場で行うべきではな

いと。名誉毀損等で訴えられる可能性がゼロではなくなってしまいますので、弁護士さ

んがついた後、行うべきではないかというふうに心配いたします。 

 改めて、実名またはそれが類推されるような内容での検討というのはやめるべきかと

思います。 

 以上です。 

○委員長（丹尾廣樹君） その御意見もございますけれども、皆さんの手元に、動議から

その間の本会議、それから議会運営委員会とか、そういった部分が御手元に行っていま

すでしょうか。参考資料として。 

 この中にも、今のお考えというようなことに沿ってみますと、いわゆる名前を公的職

にある人間につきましては、オープンはいささかも不都合ではないというような考え方

がその裏には見えておりますけれども、一般人につきましては、そこのところが非常に

我々としても、法的な知識の少ない人間にとって、出していいのか悪いのか分からなく

てやるということについては、いささかの不安があるというようなお考えだろうと思っ

ておりますけれども、当初の疑問点といいますか、いわゆる委員のほうからも何回とな

く出てきています。こういった部分について、まず動議者からというような御意見はお

ありだろうと思いますけれども、この部分というのは動議者も、例えばこの委員会の委

員も、同じ立場の議員であります。そういった議員が一般質問とかそういった面におい

て、いわゆる地域社会のいろんなあらゆることについて、よかれと思っていろんな質問

を出したり、また執行者が非常によかれと思ってそれぞれの考えを述べたり、また予算

づけをしたり、いろんなことをやっていると。これが政治でございますけども、こうい

った中で双方の主張がかけ離れるという場合があるんですね。というのは、お互いにも

うお話の内容が、自分で枠を決めてしまって、もうそれ以上から出られないというよう

ながんじがらめの規制があると思うんですね。そういった中で、お互いの議論が非常に

……。 

 菅原委員。 
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○20番（菅原義信君） 今、江端委員がおっしゃったように、ここで名前が取り沙汰され

るということが、個人にとって不利益を被る、あるいは名誉を傷つける、こういう問題

というのは起こる可能性というのはないではないわね。しかし、そうした損害と、やっ

ぱり我々議会、議員とすると公益をどう守るのか。公益が優先されて本当は当然だと思

うけども、そことの比較考量なんやって。 

 国会だってそうやな。国会なんかでああいう証人喚問をなされて、それでもって調査

なんかをされる場合がある。それは個人にとっては随分みっともない場面が露呈されて

しまうという、そういうことがあるかもしらん。しかし、国民全体の利益を守るという、

その上からどうなのかという、そこでもって比較をしていく。その上での判断だという

具合に私は思うけどね。 

○１番（林下豊彦君） 別に僕は、多分、江端委員もそうだと思うんですけど、進めよう

としないとか遅らせようとか、そういう気持ちは全くないですよ。私たちは本当に、逆

に訴えられるような、国会議員はそういう心配は要りませんけれども、この100条委員会

というのはそういうような危険をはらんでいるので、せっかくアドバイザーというか、

そういう形で弁護士を今お金をかけて置くんですから、その弁護士さんと共に、できる

こと、できないこと、私たちは法曹界の人間ではありませんので、一議員としてやっぱ

り間違ったことを口から発してしまうこともありますので、そういうようなことのない

ように、弁護士さんを通じて相談しながら進めるべきだと私は思いますので。 

 今、私、多分、江端委員もそうだと思うんですけど、先延ばしにしようとかそんなこ

とではないんですよ、本当に。ですから、ちゃんと順番に、大事な委員会なので正しい

運営をしていきたいなと。正しいと言うと語弊がありますけど、安全にやっていきたい

なと。安全にもちょっとおかしいかな。踏み外さないようにやっていきたいという思い

で発言をしておりますので、御理解ください。 

○委員長（丹尾廣樹君） 質疑応答を終わりたいと思いますけれども、取りあえず動議提

出者であります水津達夫議員を証人喚問するということの賛否を問いたいと思います。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） ごめんなさい。ちょっと審議の進め方が、僕、理解できなくて、

まだ自分自身、今採決に入られようとしていると思うので、その前に動議提出者の方を

呼ぶべきだということについての理由であったり意見を表明したいと思いますけども、

構いませんか。もう今採決に入られるんかなと思ったもんですから。違いますか。 

○委員長（丹尾廣樹君） さっきの皆さんとかなり違う論点からのお話というんか質疑で

あるということで自信があるんなら、述べてください。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 自信はありませんけれども。論点であったりいろんなことについ

ても、それぞれの切り口であったりお考えがあると思いますので、委員長が今おっしゃ

るような趣旨に沿うか分かりませんが、委員の一人としてここにいる間は、自分の意見

を開陳する義務もありますし責任もあると思っておりますので、お許しをいただいて発
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言させてもらいたいと思いますが、委員長、よろしいですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） はい。 

○８番（帰山明朗君） それでは、私自身も委員長から証人の誰を呼んだらいいのかとい

うことの中で、水津達夫議員を動議提出者として挙げさせていただきました。その理由

について少し述べさせていただきたいと思います。 

 まず、９月15日に100条調査というのはどういうものかを法的に議会組織として確認す

るために、正副議長は事務局長を同行して東京に行かれております。その中で、議員の

皆さんに配られた資料の中に、その中の意見の一つとして書かれていることではありま

すけれども、動議の提出者は明確な調査範囲を示しておく必要があるということが示さ

れております。そしてまた、これは３月までに当調査委員会が明確な結論を導き出すた

めには、やはり正確に、また効率的に行う必要があると思っています。そのためには、

やはり調査事案に対して明確化しておくことが、結果的には当委員会の調査がスムーズ

に、かつ正確に、かつ効率的に進むということだと思っています。 

 また、委員長のほうから第１回目の挨拶のときに、当100条調査委員会は独断と偏見を

排除して、予断を持たず調査するべき委員会だということを申されたのに、私はまさに

同感であります。偏見を排除し予断を持たずというのは、やはりこれまでにいろんな形

で、例えば議員が一般質問の場で議論したり、討論であったり質疑であったりいろいろ

行われてきましたけども、それには議員としてもちろん調査された上でいろいろ発言さ

れるものだというふうには思いますけれども、やはり議員一人としての私見であったり

とか、もしくは思いを含められた部分もあるかと思いますので、当委員会の中ではその

部分についても、やはり白紙の中で明らかにして議論を積み上げていくべきだというふ

うに考えております。 

 そうした考え方の中で意見を申し上げたいと思いますが、調査事項を明確にしたいと

いうことの中で、本会議の中で動議提出者に対しまして、やはり調査しようと思った根

拠について、提出者に他議員が質問をされています。 

 この議事録は今委員長が私どもの手元に示していただきましたのであれなんですけど

も、例えば引用します。これは動議提出者の言葉です。 

 「根拠となったのは、嫌疑という言葉が出てまいっております。この嫌疑とは、疑わ

しいこと、特に犯罪の事実があるのではないかという疑い。疑義とは、内容がはっきり

しないこと、疑問に思われること、事柄。意味、内容がはっきりしないことを疑義とい

うふうに調べております。その観点から私は出させていただきました。」という答弁が

ありましたが、これについてはやはり調査事案の明確な範囲であったり根拠については、

なかなか私自身も理解できなかったところです。 

 その後に改めて当該議員がその理由、根拠についてということを２回目の質問で問わ

れています。皆様のところでいうと４ページですかね。違うかな。そうですね。そのと

ころでの答弁が、「私のところにそういうお話が来ているのもしかりでございます。そ

れも併せて、そういうふうな形で私は話題にさせていただきました。」これを読みまし
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たので、こういうことを本会議の場で聞きましたので、どういうお話が誰から来ていた

からこの根拠を持たれたのか。疑義を持たれたのか。そうしたことについて、まず動議

提出者にお尋ねしてみたいということを、本会議での動議提出者の発言から考えており

ますし、もう一度、３回目に同じような質問をされたときに、「自分からそういうふう

に捉えました」という発言をされていますので、そう自分から捉えるに至った理由につ

いて、資料があるんでしたらその資料を示していただきたい。もしくは誰かから聞いた

んであれば、その誰かという方にもお伺いして…それをお示しいただいて、その誰かか

ら、また私どもが証人に来ていただくなりして聞いていきたい。そういう形で調査を広

げていくのがやはり効率的であり、正確でありというふうに考えております。 

 あともう一点は、テープを聞かせていただきましたのがその理由だということも６ペ

ージに書いてありますけれども、本会議の中で動議提出者の議員が発言されています。

そうしますと、そのテープが一体どういった内容で、いつ、どこで、誰が録音したもの

で、どういうものかというのも動議提出者に確認をしたいと思っていますし、そのテー

プの中のどの部分がそういう根拠となったのかということも、まずお伺いすることから

スタートするのが今後の調査のスタートとして妥当ではないかという考え方の中から、

水津議員を提出させていただきました。 

 そのほかの方については、水津議員から、例えば誰というお名前、もしくはどの資料

というお名前、どの記録というお名前が出てくるんであれば、そこからまたその方を呼

んでいくのが順序ではないのかなと。調査を効率的に正しく進めるためにというふうに

思いまして、動議提出者である水津議員を証人としてお願いするのがいいのではないか

という意見であります。 

 以上です。 

○委員長（丹尾廣樹君） ほかにありませんか。 

 帰山委員に申し述べたいと思います。ここは裁判所でもありませんし、法廷の場でも

ありません。我々は司法の場でこういった部分を行っているわけではありませんので、

これは明白に違法行為というのが認められた場合、これはやはり我々ではできないとこ

ろなんですね。裁判権というものがございますので。我々はそうではなくて、いわゆる

行政として改めなければならん点については、やはり公共の利益のためにそういった部

分をチェックしていくというような立場にありますから、これが100条委員会の置かれて

いる位置なんですね。だから、嫌疑というよりも、先ほど出た疑義という、これはごく

自然な、やっぱり議員としての当然の発露だと私は思っております。 

 こういったことがあるからこそ、いろんな意見、執行部との質問事項をすり合わせた

り、そういう議会があるのだろうと私は思っておりますし、そこまで調べていくという

のであれば３年はかかるんじゃないかなと、こんなふうに僕は思っております。 

 僕は法律の学校を出たわけでも何でもありませんし、議員であります。私は委員長と

いう席におりますけれども、この中でちょっとそこまで言っては何かなというような、

また違う疑問が湧いてきますので、そういったことではなくて、次々と進めていきたい
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なと、こんなふうに思いますので、できたら喚問できる方をお呼びしていろいろお聞き

したり、そういった中で本当に本質が分かってくればいいかなと、こんなふうに思って

おりますので、そういった形でやっていきたいなと思います。 

 随分いろんな質疑も出ましたけれども、全てにお答えできるわけでもないと思うんで

すね。この委員の中では、お互いにね。そういうようなことで、今は動議の提出者であ

る水津達夫議員についての証人喚問の賛否を採っていきたいなと、こんなふうに思うわ

けでございます。これは委員さんの御意見ですから、それぞれの御意見で賛否を表して

いただければなと、こんなふうに思います。 

 先ほども言いましたように、証人、参考人の出頭要求につきましては、いろんな委員

さんがいろんなことを考えながら、こういったことで出してきておりますので、ここに

何票１人が入っているかという部分もありますけども、６人ですから、賛否を採って決

めていきたいなと、こんなふうに思うところでございます。 

 また、その証言を求める内容についてもそれぞれのことが書かれておりますので、そ

れを今ここでどうこうするわけじゃなくて、単純に証人および参考人の出頭者を決めて

いくということにいたしたいなと、こんなふうに思っております。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） １点訂正というか、委員長の御発言についてちょっと違うと思う

のが、１点は、100条調査の目的については、私も資料を頂いて、４ページのところにピ

ンクのマーカーを引いて書いてありますけれども、100条調査の目的は、地方公共団体の

事務に関わる範囲で起こった不祥事に対して、その原因であったり、当該組織の人事管

理等も含めて問題がなかったのか、もしくは不祥事等が起こった背景はどのようである

のか、そしてまた事務の執行が適正に行われていたか、そして、今後どのようにすれば

このような不祥事件が起こらないような体制を築くことができるのか、そうしたことを

再発防止も含めまして行っていくのが100条調査の委員会だというふうに私自身は思っ

て、先ほどの証人についても意見も申し上げました。 

 そしてもう一点、証人は別に何かを起こした人を呼ぶんではなくて、その調査を進め

るに当たって証人として来ていただくだけですので、その呼ぶという方をおとしめるつ

もりも全くありませんし、そんな意図は全くないことは発言の中でも言ったつもりであ

りますけれども、その点については委員長がもし誤解なさっているんであれば、大事な

ところでありますので、私自身の意見を改めて伝えたい。 

 そしてもう一点は、意見を求められましたのでそのことについて申し上げたら、その

とおりやったら３年もかかると。３年もかかる根拠もよく分かりませんし、３年もかか

りそうなことを言うたら駄目だということであれば、委員会自身が成り立たなくなって

しまいますので、その点については違うんじゃないかなという意見だけは申し上げてお

きたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（丹尾廣樹君） 帰山委員と議論するつもりは毛頭ありませんけれども、帰山委
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員が証人の立場、どういう立場で呼ぶかという部分については、全くそのとおり、同じ

考えでございます。 

 それから、３年もかかるわというような言い方については、失礼でございました。確

かに人をばかにしたような言葉になってしまいましたけども、そうじゃなくて、結局そ

れを検証して実質的なことが分かるにはやっぱり時間はかかるでしょうということで、

今予定しています数か月以内である程度の姿が見えるようにするためには、そんな時間

はないですよというようなことを申し上げたくてそういう例えを使ったので、非常に申

し訳ありませんでした。 

 それでは、ちょっと引き続き進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、水津達夫議員を…… 

○14番（木村愛子君） ちょっとごめん。先ほど、これは秘録で、今は委員の手持ち資料

で、とにかく後でまた回収するというぐらいの位置づけの資料なのかなと思います。 

 先ほどどなたかが何ページの誰と名前を、固有名詞を、議員だけが持っている資料で

分かるようにしていこうかというような提案があったかなと思うんですが、そういう進

め方はいかが。自信を持って進めればいいんですけれども、委員長さんのお考えどおり

でいいですけれども、それも先ほどあったなと思いましたので。 

○委員長（丹尾廣樹君） ただいまの意見ももっともだと思いますので、できる限り取り

上げさせていただきたいと思います。 

 それでは、ちょっと進めさせていただきます。 

 水津達夫議員を証人喚問することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手 ３ 名） 

○委員長（丹尾廣樹君） 挙手３人であります。 

 採決の結果、賛成、そして手を挙げていない方は反対ということで、３対３というこ

とになりました。つきましては、鯖江市議会委員会条例第17条におきまして、賛否同数

のときは委員長の決するところによるとございますので、私の意見を述べさせていただ

きます。 

 私の意見は、議論するところはし尽くしたということで、反対でございます。以上が

私の意見でありまして、不採択を選択いたします。 

 つきましては、本委員会としては否決と決しました。 

 それでは、順を追ってやっていきたいと思います。 

 ２ページの下の方について……。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 委員会条例に基づきまして、賛否同数のときは委員長の決すると

ころによるということで、今、水津達夫議員、動議提出者の議員を呼ぶことには委員長

は明確に反対だということで、この件に関しては否決されたわけであります。 

 しかしながら、私ども３対３という委員会の中の状況は極めて重いものであると考え

ますので、委員長に、もし求められるんであれば、委員長がこのことに反対された理由
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について明確に述べていただきたいというふうに要求をいたします。 

○委員長（丹尾廣樹君） 反対の理由でございますけれども、これにつきましては、水津

議員が中身というんかね、討論とか質疑の中で、水津議員が本会議の中でいろいろ述べ

ております。そういった中で、結局根拠は何かというような、この中の委員さんからこ

ういう発言があったわけですけども、この根拠は何かということにつきましては、一般

質問の後、この動議が出されたわけでございます。９月９日です。この９月９日の後、

動議が出されたわけですけども、これは理由だと思います。一般質問での理事者側の答

弁は到底納得できるものではありませんと。理事者側の一方的な釈明だけですと。当事

者から一切の聞き取りは行われず――当事者というのは、これはそれに関わった方とい

うことですね。それは公務員の方もおられますし、外の、この場合やったら建設関係の

方もおられます。こういった当事者からの一切の聞き取りは行われず、双方の言い分が

かけ離れているのはおかしいと私は思います。こういうようなのがありました、ありま

せんという、こういうような議論ですね。疑惑についての真相を解明する必要があるの

で、この100条委員会でこの究明をお願いしますということでございます。 

 こういったことで、提出を再三にわたってこの言は述べております。そして、この委

員会、最初の調査事項もはっきりと具体的になっておりましたし、その部分について、

そうしたら100条委員会の調査ミッションとしてこういったことをやれるというような

ことで、その関係の方たちを証人喚問にしたいというようなことで、理にかなっている

なということでございます。 

 本人は同じ質疑の中でこういったことしか述べなかったわけですから、もうここで喚

問して何か出てくるかということでありますけれども、何も出てきません。私はそうい

うふうに考えます。 

 以上です。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 本会議の場でこの動議を提出されたときに水津議員がおっしゃっ

ておられることについて、今の委員長がおっしゃっていることは、委員長がなぜそんな

中で、根拠となったことであったり動議の範囲であったり、明確にそれが理解できたの

かが実は私にはよく分かりません。 

 一般質問の中での答弁の中がということは確かに本会議の場でおっしゃっておられま

したけれども、それも実はお伺いしたかったことの一つで、一般質問の誰の一般質問、

あのときも複数名の議員が一般質問されているわけですので、その中の一体どの部分と

どの答弁に対しておかしいと思われたのか、そこについても明確ではありませんでした

し、私のところに本会議の場でそういうお話が来ているというのも、一体どういうお話

が来ているから水津議員はそういうふうに思われたのかというのも、普通の思いですと、

どんなお話が来ていたんだろうということをお尋ねしたいというのが普通の考え方だと

いうふうに思うので質問したかったし、それをもし委員長が明確に知っておられるんで

あれば、逆に教えていただきたいぐらいです。 
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○委員長（丹尾廣樹君） ここに提示させていただきます。調査項目の具体性がないとい

うようなことだったと思います。これにつきましては私も疑義に思ったわけですけれど

も、明確に議会運営委員会において述べられておりました。それは動議を提出したとき

にそういったものがあったわけでございます。 

 これは１の項目と２の項目に分かれておりますけども、１の項目につきましては、佐々

木市長と玉邑議員による業者への入札参加要請事案でございます。それと、佐々木市長

による下請要請事案、この２つでございます。これが今回の調査の１の項目ということ

の具体的な内容でございます。 

 そして、２の項目につきましては、玉邑議員と福原議員および組合職員による他市町

議員への工作事案というような形で、この２番目の事件がございます。 

 以上でございます。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） すみません、議事進行を止めているのかもしれませんので、これ

はあれなんですけど、100条調査委員会というのは明らかにルールにのっとって示される

委員会ですので、その進め方の中で委員長が今根拠とされている議会運営委員会の中で

の発言も含めてお伺いしたいんですが、議会運営委員会には全議員が出ているわけでも

ありませんし、議会運営委員会の中で議決することは、その動議の議案を本会議に出す

かどうかを決めているだけであって、その中身を十分に精査してかかって、その議案自

体に賛成かどうかじゃなくて、その議案自体を出すか出さないかを決めているのが議会

運営委員会だと思っています。 

 そして、議会運営委員会には全員出ておりませんし、一番大事なのは、動議を提出さ

れるときに本会議で話したこと。これが本会議本位制を取っている議会の中のルールだ

と思っているんですが、その中で議会運営委員会でおっしゃったこととかそうしたこと

を根拠にしながらいろいろ話が進んでいくんであれば、今後調査を進めていく中で、そ

れはやっぱりちょっとよくないんじゃないかなと。 

○委員長（丹尾廣樹君） 木村委員。 

○14番（木村愛子君） 委員長のお考えはということで、委員長はお考えをおっしゃった

んですから、議事進行していただいたほうがいいと思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 議事進行をしますけども、その前に……（マイク不通）……に

お答えしますけども、議会運営委員会というのは、議会の時間的なスケジュール的な流

れというんかね。そういったものを決める場所でございまして、そして、会派の代表と

いう部分で皆さん出てこられています。 

 通常は会派に持ち帰りまして、そして、皆さんと諮って議会運営委員会での審議とな

るわけでございます。または、それをまた会派に持って帰っていただきまして、結果と

してこうなりましたというような復命がされるわけでございます。そういった内容と私

は理解しております。 

 いろんな会派がございますので一概には言えませんけれども、議運で諮られたことに
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つきましては各議員さんは理解されているんではないかなと、普通は。私はそういうふ

うに感じております。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） はっきり、事務局に聞きたいです。議会運営委員会というのは、

会派代表者会議的な側面を持っている、同じ意味のものですか。僕は、あくまでも日程

であったりとか、提出する議案を本会議に上程するかどうか、日程の追加等々を諮ると

ころであって、その議案について会派に持ち帰って諮ったりとか、そこで意見交換して

いるんだから、議会運営委員会で諮ったことは重いということはちょっと違うんではな

いかと思っていますが。逆に菅原委員、一番長老議員でありますので、議会運営委員会

というのはそういうものなのかどうかの認識についてお尋ねしてみたいとも思います。 

○20番（菅原義信君） その前にというか、今ここでもって議会運営委員会での議論をネ

タにして話すということ自体が、ちょっと横道にそれているというかね。 

 だから、もう既に、それは帰山委員にとっては納得できないところが多々あるんかも

しらんけれども、委員長は委員長なりの自分の立場についての趣旨説明はしたわけなん

や。で、もう採決は終わったわけなんや。だから、これは納得できようができまいが、

もうこれは仕方ないことなんやって。議会のルール上さ。 

 だから、粛々と委員長は速やかに自分の任務をちゃんと果たしていくということが最

大の役割やと思うんやって。あまり個人的な見解を述べると、余計あちこち話がぞれて

いってややこしくなるって。そこのところをよろしく頼みますわ。 

○委員長（丹尾廣樹君） 会議を進めていきたいと思います。 

 喚問予定者の中で、２ページ……（マイク不通）……から順に行きたいと思います。 

 ２ページの下におられる方について証人喚問したいと思いますけれども、質疑はあり

ませんか。 

○８番（帰山明朗君） ２ページ目に書かれている２番目の方というのは、本当にここで

質疑を終結するというのは、この方をなぜ呼ぶのかとか、そういった質疑を今一人一人

していくという意味合いでしょうか。 

○委員長（丹尾廣樹君） そうです。同じようにやっています。 

○８番（帰山明朗君） それを提出された委員さんがお答えになるということを今から行

うということですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） いや、だから第３回に証人喚問として行いたいかどうかを皆さ

んに問うているわけです。 

○８番（帰山明朗君） 質疑というのは、何でこの人を呼ぶんやということを聞けばいい

んですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） そこのところ……（マイク不通）。 

○１番（林下豊彦君） 先ほども言いましたけど、今このたくさんの名前が書かれている。

私はちょっとどういう関係の方かは知りませんので、これを読んだとしてもですね。ま

たさっきの話に戻りますけれども、弁護士さんを通じて、この方を呼ぶ理由とかも、な
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ぜ呼ぶんだということもちゃんと説明できないといけないと思うんですけど、それはど

ういう形で説明できる…。 

 ですから、何回も言いますけど、情報が僕はないので。私の手元には。先ほど奥村委

員も何かの文書がとおっしゃいましたけど、その文書すら私の手元にないという、この

情報の格差はやっぱり埋めないといけないと思うんです。そのためのものは、やはり証

人喚問する前に委員が手元に持っていないと、委員会の中での議論に僕はならないと思

うので、今ここで何か言われても、ああ、そうですかとしか。それは違いますよとも言

えないし、一方的な話になってしまいますから、この委員会の存在意義がなくなってし

まう。 

 ですから、皆さんが知っている情報というものを共有させていただきたいなという思

いがありますが、委員長、どうでしょうか。 

○委員長（丹尾廣樹君） （マイク不通）……その理由、そしてどういう質問事項にしよ

うかというようなことも書かれております。そういったことを前提に、質疑があったら

おっしゃっていただきたいと思います。 

○20番（菅原義信君） その要請をしたいという提出委員の趣旨説明からまずしてもらっ

たらどうですか。なぜこの人を呼ぼうとしているのかということについて。 

○委員長（丹尾廣樹君） そしたら、２ページの下の段。 

○議会事務局長（九島 隆君） すみません。１時間ほどたちましたので、ちょっと換気

のために休憩を挟んでいただきたいなと思いますので、委員長、御判断をお願いします。 

○委員長（丹尾廣樹君） 休憩いたします。再開は45分とさせていただきます。 

休憩 午後３時24分 

再開 午後３時40分 

○委員長（丹尾廣樹君） 再開いたします。 

 それでは次に、出頭を求める方の指名として、公正取引委員会に告発した森川さんと

いう方について、全体像を知る上で証人喚問をしたいと思いますけれども、質疑はあり

ませんか。 

 木村委員。 

○14番（木村愛子君） やはり順としては、まず逆に一番最初にお呼びしてスタートさせ

ると、いろんなところが分かって明確になってくるんじゃないのかなと。一時期じゃな

くて時系列的に、日時も含めてと思います。私なんかでしたら、基本計画の委員会、そ

れから検討委員会、検討委員会の中ではプレゼンもありました。ずっとそういう一連の

流れの中で、やっぱり１番、森川さんをお願いできたらと思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） ほかにありますか。 

 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） 公取に提出された森川さんですね。実名入りで出されています。 

 この公取へ出された経緯、告発した内容を出された経緯と、その中に書かれている内

容のことについて事実確認、これは当然するべきだというふうに思います。 
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○委員長（丹尾廣樹君） ほかにありませんか。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 森川氏を証人として呼ぶかどうかの参考にしたいと思いますが、

森川氏が令和４年３月付で鯖江広域衛生施設組合議会の議長宛てに出された資料につい

ては、私も組合議員として受け取りましてあれしているわけなんですが、これが公取に

提出されて受理されたのか、果たしてまた受理された後に調査が始まっているのかにつ

いては、その当時も不明確でありましたし、その後、確認した後に、３月以降大分時間

も経過しておりますので、その後どうなっているのかがちょっと分からないですので、

この資料自体が公取が正式に受理して調査を始めたものなのかどうか、その辺について

は確認する必要があると思いますし、公取に受理されたものかどうか、調査が始まって

いるのかどうか、正確に御承知の委員さんがもしいらっしゃるんなら、また教えてもい

ただきたいと思います。呼ぶ上でのこの資料の正確性であったりを確認したいと思いま

すので。 

○委員長（丹尾廣樹君） 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） 今、帰山委員のほうからも話がありましたけども、そういうよう

なことも含めて事実確認で来ていただいたほうがよろしいのかなというふうに思います。 

 私は個人的には聞いておりますけども、皆さんの前でやはりそういうようなことをは

っきりとして確認するということが本当だというふうに思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） ほかにありますか。 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 採決いたします。 

 次回の委員会で出頭を求める証人について、公取へ告発した森川氏を証人喚問すると

いうことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○委員長（丹尾廣樹君） 挙手全員であります。よって、次回の委員会で出頭を求める証

人については、森川氏に可決されました。 

 一般の方としては森川氏ということになったわけですけれども、そのほかに証人喚問

を行いたいという人につきましては、取りあえずやはりもうお名前が公になっている方

に、できたらとどめたいなと思います。 

 そのほかにオープンが可能な方については証人喚問ということはできますけれども、

議員とかほかの方については証人喚問できますけども、これについて何か質疑はござい

ますか。 

 江端委員。 

○２番（江端一高君） 改めてこの出頭を求める方に関して確認というか、委員長のお考

えもお聞きしたいんですけれども、今お名前が各委員さんから挙がっている方々に関し

ては、例えば３回目とか４回目に再度何らかの形で議決を採るような方法を取られるん

でしょうか。 
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 それとも、今後は採らずに、森川氏をお呼びしてからの話で、また改めて各委員から

出頭を求めるのは誰なんだというような形で採られていくのか。どのような進め方をさ

れるのか、少し教えていただけますか。 

○委員長（丹尾廣樹君） 今後の方向性としては、森川さんをお呼びした後、その方から

派生するというような形で関係の証人をお呼びしていったらどうかなとは思っておりま

す。 

 これにつきましては皆さんと相談させていただきますけれども、まず私のほうから候

補者を選定させていただきながら、皆さんにお示しして一人一人採決していきたいなと、

こんなふうに思っております。よろしいでしょうか。 

 林下委員。 

○１番（林下豊彦君） また申し訳ないんですけど、その森川さんというのも私のところ

には今何もないので、何かその森川さんの関連の資料とかがあるんでしたら、私個人的

には、個人的にといいますか、この委員会の委員として頂戴したいなと思いますが、委

員長、お願いします。 

○委員長（丹尾廣樹君） 林下委員の御意見ももっともでございますけれども、この次の

ところに記録の提出請求というのがございますので、そういった中でそういった資料を

請求しながら、皆さんに配付させていただきたいなと。あとは議長が保管するというよ

うな形になりますけれども、お見せできるようになるとは思っております。 

 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） 今、お一人の方は、全員の賛成をもって証人に来てもらうという

ことでありますけれども、ほかの人に関しては今日は採決しないんですか。どうなんで

すか。 

○委員長（丹尾廣樹君） ほかの人につきましては、お名前を伏せなければならないとい

うような部分もございますので、お名前をはっきり明示できる方の喚問は御自由に御提

案を許可いたします。 

 木村委員。 

○14番（木村愛子君） ということは、自分が証人および参考人出頭していただきたいと

いうことで委員長にせんだってお出しした方々を、今ここでお願いすればいいというこ

とですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） ちょっと回りくどい言い方をしたかと思いますけれども、お名

前を伏せてある方につきましては公開をまだされていませんので、いろいろ御迷惑がか

かる可能性もございますので、今日は申し訳ないですけど。 

○14番（木村愛子君） 委員長の御配慮は分かりましたので。じゃ、提案した方々は、一

応、証人で出頭していただこうと、喚問させていただこうという名前の方々という、リ

ストの方々というふうに自分は出させてもらった責任で、委員長としてはそれを受け止

めていただいているというふうに理解すればよろしいんでしょうか。 

○委員長（丹尾廣樹君） はい、そのとおりです。 
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 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） そうしますと、動議の中に議員の名前が出ておりますよね、２名。

その方に関しては今ここで採決するんですね。そういうことですね。 

○委員長（丹尾廣樹君） 提案がございましたら、一応、採決にかけさせていただきたい

なと思っております。 

 木村委員。 

○14番（木村愛子君） 提案ということは、発言をしていって、この資料が生きるという。

これは案ですから、この案を取ろうか取らないかという、案を取りましょうかという協

議をしていただいてもいいんじゃないでしょうか。 

○委員長（丹尾廣樹君） 今これは、事務局のほうから、非公開のお名前が入っておりま

すので、公開上のお名前でありましたら、御提案いただけば証人喚問の予定者として採

決させていただきたいということでございます。 

 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） それでは、玉邑哲雄議員についてお諮りいただきたいと思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） それでは、今、奥村委員のほうから玉邑哲雄議員を証人喚問し

たいというような申出がございました。これについて質疑はございますか。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 玉邑哲雄議員、動議の中にもお名前が出ている議員でありますの

であれなんですが、改めて今回、証人として呼ぶか呼ばんかの話ですので、奥村委員の

ほうから呼ぼうとする理由についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） １つは、公取に出された告発文の中に書かれている内容なんです

ね。それの事実確認。それと、池田町議のほうに行きましたよね。それについての確認

ですね。分かってはいますけども、どういうような経緯で行ったのかとか、そういうよ

うな部分ですね。 

○委員長（丹尾廣樹君） 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 奥村委員がおっしゃる理由についてはお伺いしたとおりで分かっ

たんですが、これはまた確認したいのが、議決していった証人ですけど、呼ぶ順番も非

常に重要であろうと思っている中で、その順番についてはまたどういうふうに決めてい

くのかがあんまりよく分からないんですけれども。 

 例えば奥村委員がおっしゃったように、公取の告発文について、それを読んだことに

より玉邑議員を呼びたいということであれば、順番的にいくと、この資料を書かれた人

を呼んで、この資料の正確性等々も確認したり内容も吟味した上で、またその次の人を

呼ぶのが順番的には適当であろうというふうに考えますけれども、そうした順番につい

ても、名前を一人一人確認して議決した後に、また順番についても決めるということに

なっていくんでしょうか。 

○委員長（丹尾廣樹君） 皆さんのお気持ちのとおりでございまして、当然にもその順番
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というのは出てこようかと思います。 

 先ほどもちょっと言いましたけども、今回、呼ぶ方の採決をしていますけども、この

方たちは第３回目の喚問予定者でありますので、その点をお含みいただき、その意味合

いを分かって、そういうような形で行いたいと思います。 

 そうしますと、森川さんが先ほど全員の賛成がありましたので、次、玉邑議員となり

ますと、もしこれが採決されますと、その順番というようなことも考えなきゃいかんと

ころと考えております。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） １点、これは奥村委員に確認なんですけれども、私ども広域衛生

施設組合議会に当該の、今、奥村委員がおっしゃっている文書は配付されて、広域衛生

施設組合議会の審査であったりとか議論の材料としては提出されたんですが、そこには

個人名と業者名は全て伏せてあるんです。 

 その中で、池田に行ったという２番目の動議部分については理解できるんですけども、

１番目のことに対して、今おっしゃっている玉邑議員をということであれば、この名前

が載った資料というのは僕もまだ一度も拝見したことがありませんし、そうなってくる

とやっぱり資料を書かれた方に来ていただいて、そこの伏せてある名前も調査に必要で

あるということであれば、改めて明らかにしていただいた後に、そうしたふうにここに

書かれている関係者の方に証人として出頭してもらうということを、この委員会の中で

議論するというか協議するのが筋ではないのかなというふうに思っています。 

○10番（奥村義則君） 確かに組合議員にはアルファベットで書かれた、固有名詞は全部

そういう形になっていました。 

 それで、１つは、本委員会の委員のメンバーには、やはり製本された本当の事実のも

のをコピーしていただいてお渡しする。私は個人的にはこの告発者の人から聞いていま

す。その告発に書かれている建設業者の方からも話を聞いています。これは事実なんで

す。 

 ですから、そういうようなことも含めて、皆さんに全て固有名詞が書かれている部分

を、告発者に対して了解を取って、そして配付してもらうという流れは必要かなという

ふうに思っています。 

○委員長（丹尾廣樹君） 今の点につきましては、公開上というんか、反対討論の中です

ね。９月９日のこの動議についての反対討論の中で、玉邑議員本人さんが池田へ行った

こと、それから、そのときに取られたテープの中身を聞かされたことということで、こ

れについては認められていますので、問題はないかなと、こんなふうに思います。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 委員長おっしゃるとおりだと思っていまして、先ほども申し上げ

ましたけど、２番の池田町に行ったということに関してはそのとおりなんですが、証人

出頭を求めるときに、いずれにしろ証言を求める事項というのは後から議論していくこ

とになるんだと思うんです。協議していくことになるというときに、少し整理整頓しな
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がら行ったほうがいいと思いますので。２番については御本人も発言していらっしゃる。

だけど、１番のことについては御本人からいまだ明確な発言があったというふうには私

は理解していないので、証人として呼ぶけれども、どういうスタンスで呼ぶのかという

ことを整理したくて、今、奥村委員にもお伺いしたところであります。 

○委員長（丹尾廣樹君） それでは、ほかに質疑はありますか。 

 ないようですので、質疑を終結したいと思います。 

 次回の委員会で出頭を求める証人について、玉邑哲雄議員を証人喚問するということ

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○委員長（丹尾廣樹君） 挙手全員であります。よって、次回の委員会で出頭を求める証

人については、玉邑哲雄氏に可決されました。 

 それでは、先ほどもちょっとお約束でしたんですけども、その順番についてもお諮り

したいと思いますけれども、一応、第３回目の日にち、時間帯を決めるときに、併せて

出頭者の時間帯も決めたらどうかなと思いますので、そのときにこの部分についてはお

聞きしたいと思います。 

 木村議員。 

○14番（木村愛子君） 証言を求める証人の方はまだほかにもお願いしたいんですけれど

も、３回目のときに。お二人でもうおしまいというんじゃなくて、やっぱり最初にお尋

ねしたいなと思う方は、今も問題となって引っかかっているということは、やっぱり一

気に最初のときにお願いしたほうがいいんじゃないかと木村は思います。 

 それと、今、順番をおっしゃいましたけど、順番は、そのときは弁護士さんも多分同

席されての話だと思いますし、弁護士さんの御都合もあると、日時的なこともあると思

いますし、出ていただく方には議長から出頭日の５日前までにそこへ到達しないといけ

ませんけれども、文書が行ったら必ず出てこいよという強制力はないと思いますので、

やっぱり相手方の御都合もあると思いますので、全部それはもしあれだったら委員長と

事務局にお任せしてもいいと。順番は。 

 それよりも私は、まだ証人で出てきていただきたいなと思う方があります。 

○委員長（丹尾廣樹君） 木村委員、提案をお願いします。 

○14番（木村愛子君） やっぱり一番問題となっております佐々木勝久市長だろうと思い

ますが。 

○委員長（丹尾廣樹君） お呼びする理由というようなものはいかがになりますでしょう

か。 

○14番（木村愛子君） 理由と言われると、それは組合議会の話やろと言われそうな気も

しますけど、やっぱり鯖江市が75％の負担金を出していくというところでいきますと、

このままいったら鯖江市の予算は、組合議会に関しては予算が止まってしまうんじゃな

いのかなという部分も恐れまして、そういう質問もいたしました。９月議会でいたしま

したけど、それに対して明確な答弁も市長からはなかったように私は理解しました。 
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 そうしますと一番の理由は、市長になられてすぐに、牧野市長のときに112億で決まっ

ていた設計価格が、市長になられた２か月で182億になり、それは高いやろとなったら、

私も高いと思いましたということで、一遍に、私たちが説明を受けたときから２週間で

50億下がるという。１億でも恐ろしいと思いますけれども、そういう乱高下自体は、９

月議会で申し上げましたけど、私は市民に説明ができません。 

 やっぱりそこらのいきさつというのはかなり市長も絡んでおられるんだろうというと

ころが、一番の木村としては問題点ですね。 

○委員長（丹尾廣樹君） ほかに市長の…。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 佐々木市長を証人として召喚したらどうかという木村委員さんの

御意見の理由について、ちょっと確認させていただきたいですし、当委員会のことでも

ありますので、ちょっと皆さんで確認したいと思うんですけども、調査事項に沿わない

ことの中で呼ぶというのはあんまり証人としてふさわしくないという中で、先ほど明確

に今回の疑義の内容であったり、１番、２番ともにというのは先ほども議論していたと

ころであります。 

 水津達夫議員がいろんな場で発言される中では、口利きの部分であったりとかという

話は出されていましたけれども、木村委員がおっしゃっている、いわゆる当初出された

予算から少し下がったり上がったりしたということは、今回の調査項目に含まれている

のかということも、ちょっと委員会として確認をしておきたいと思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 木村委員。 

○14番（木村愛子君） 今回の議案は、私が申し上げているのは、衛生組合の８月25日、

26日でしたか、本会議で賛成多数で通っている議案ですから、それをどうのこうのは言

ってはおりません。 

 だけど、そういう数字の変遷がそんなに簡単に行えるものなのかということから端を

発していますと申し上げただけで、それを調べてくださいとは申し上げていません。そ

こまで調べるんだったら大した100条委員会だろうなと思いますけど、そのときの組合議

会でも申し上げましたし、議長だったときだろうと思うんです。数字がそんなに112億か

ら182億。議長さんに説明があったんだろうなと。議長がそこで納得されて組合議会に出

てきたんなら、逆に帰山委員、そのときの当時の議長さんだったんだから、帰山委員か

ら教えていただいても私は済むことなんですけど、そのことを今調査したいんじゃなく

て、大変な高額なんですよね。市民の血税、越前町さんの血税にしたら。それをちゃん

と市民に、町民の皆さんに、そして組合議会に関わる方々に私は説明ができないという

ところからスタートしていますと申し上げただけで、その間いろいろな問題が、公正取

引委員会に出されたとかいうのはそれから後に出てきている問題ですから、その前の問

題ですね。112億が182億になり132億になったというのは。 

 だから、私は前回、第１回のときも申し上げました。議会で設置された100条委員会と

は、やっぱり議事録を要求するのは筋ではないかもしれないけれども、調べるんだった
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らそこから調べるということも必要じゃないんでしょうかと。それは委員長は取り上げ

られたわけじゃないですから、発言としました。欲しいという資料のところへ提出して

ありますけれども。 

○委員長（丹尾廣樹君） 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 木村委員が今御説明していただいた内容で、市長をお呼びしたい

理由はこういうことなんだろうなと一定の理解はできたんですが、今お伺いしたことを

聞くと、金額の上下についてはきっかけにはなったけれども、それを調査してほしいわ

けではないんだというふうに明確におっしゃって、あとは公取に出された資料の中にや

っぱり佐々木市長という名前が挙がっているので、そうしたことを来ていただいて調査

したらどうだろうという趣旨のように聞こえました。 

 そうしたことであると、先ほどになりますけど、順番のことは後からだというふうに

も言われましたけれども、やはり全てのいわゆる各委員さんが疑義を持たれたり、これ

は調査すべきでないかという大本になっているのは、この公取に提出されたとされてい

る森川氏の文書であったり、言われたことなのかもしれませんが、あるので、やはり第

１番目にこの人、森川氏に来ていただくことは、１番目ではないですけど、来ていただ

くということを決めたんであれば、その証言を聞きながらやっぱり進んでいくべきでな

いかと思いますし。それで、時間的にこの間、１人の証言者に対して１時間ないしは２

時間ということを決めたと思うんです。最長で２時間だったとしたときに、果たして３

人呼べるのかどうかというのも、現実的な委員会の持ち方であったりとかで議論してい

かないと、３回目にみんな呼ぶと決めたところで難しいとも思いますので、そうした委

員会の進め方と、どういうふうに呼んでいくのかというのは、これからスタートしてい

くことですので、少し確認しながら進めていただけるといいのかなと思っております。 

○委員長（丹尾廣樹君） ほかに質疑はありませんか。 

 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） 帰山委員のほうから進め方という形で今お話があったというふう

に思うんですね。 

 確かに告発文の中には佐々木市長という固有名詞はちゃんと書かれています。これは

明確に出ているんですね。私らがもらっているものには入っているんですよ。 

 やり方としては、森川さんを最初呼んで、こういうようなことに関しての事実確認を

した上で、極端に言ったら、本来ならば１回目で出てほしいなという思いはありますけ

ども、喚問の２回目のとき、次、決めますけども、その後のときになると思うんですね。

今の話合いの進め方でいきますと。それもやむを得ないのかなというような感はします

ね。 

 まずは、森川さんにこの書かれている内容、疑義に思われるような内容をそれぞれ細

かくチェックしていく。その中で必要とする人物、ここからも出てくると思うんですよ。

そういうような進め方をしていくべきかなというような、今はちょっとそんな思いはし

ていますけどもね。 
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○委員長（丹尾廣樹君） ほかに質疑はありますか。 

 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） そのために、いち早くこの資料を了解を取って、固有名詞が書か

れている、ちゃんとなっているものを皆さんに配付、いち早くしていただきたい。この

ことは要望しておきます。 

○委員長（丹尾廣樹君） ほかに質疑はありますか。 

 ほかにないようですので、質疑を終結いたします。 

 採決いたします。 

 次回の委員会で出頭を求める証人について、佐々木市長を証人喚問するということに

賛成の方の挙手を求めます。 

○８番（帰山明朗君） 確認したいんですが、次回というのは第３回目を指していらっし

ゃるということなのか、次回以降呼んでいくということを指していらっしゃるのか。 

 次回、果たして、例えば３人来てもらえるのかという時間的なこともお伺いしました

けども。 

○委員長（丹尾廣樹君） これはあくまでも次回ということで、今この採決をしているわ

けです。次回以降になるなということであれば、一応、賛成の挙手をお控えいただけた

らなと、こんなふうに思います。 

 僕が言っているのは、喚問証人として今後お呼びしたいという質疑をいただいたとは

思うんですけども、今言っているのは３回目、今度ですね。次回やね。次回の証人。次

回というのは、初めての証人喚問にお呼びする方の採決を採っているんですわ。 

○20番（菅原義信君） つまり、証人喚問をして証言をしてもらうというのは、やっぱり

話というのは一定のストーリーというのがあるわけなんよ。だから、そのストーリーの

中で、やっぱりぜひ出てきてもらわないかんと思わせるような中身になれば、当然出て

きてもらわなあかんけども、そうでなかったら、ちょっとやっぱり我々調査委員会とし

ての調査の深みが浅くなってしまうんじゃないかと。 

 だから、そういう点では、証人として出頭を求めるという人には入れても、どうして

も３回目でなきゃいかんということではなしに。それは相手の都合もあるだろうし、や

っぱり話の順番としてさ。だから、そういう点では、いつの時点でもって来てもらうか

ということは委員長に任せるという具合にして、それでいいんじゃないかと私は思うけ

どね。 

 だから、もし次の段階で、３回目の段階でもって証言をしてもらうという中で、もし

まだ必要な人がいれば、その３回目のその話の終わった後の段階でもって、来てもらう

という人を追加として挙げるという具合にしていったほうが、私はこの100条委員会の運

営の仕方としては、より実のあるものになっていくんじゃないかと。 

○委員長（丹尾廣樹君） 実のあるものにしたいわけですけども、一応この喚問予定者と

いうのは、こちらのほうから来ていただくための招集状を出すわけですよ。そのための

段取りとかいろいろあるわけですね。だから、前、前と、前回、前回というようなこと
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で決めさせていただいているわけなので、確かに市長は証人喚問の予定はお願いしたい

というようなことについては、賛成だということらしいですね。 

 しかし、今私が言っているのはそういうこととは違って、今は３回目、次回の100条委

員会の証人喚問に出ていただけるかどうかという人を決めているわけで、そういう意味

で、もし奥村委員のさっきの意見とか、菅原委員もそうですけども、その状況によって

出ていただきたいというような形であれば、次回、ややこしいんですけど、今度の100条

委員会の３回目ですね。次の会のときには、いわゆる市長を喚問予定者としては、まだ

いいというようなお話でしょうか。 

○20番（菅原義信君） いや、それだったらそれでいいけども。 

○委員長（丹尾廣樹君） そこらのところを、今３回目をちょっとまとめたいと思ってい

るので、どうかよろしくお願いします。 

 林下委員。 

○１番（林下豊彦君） 先ほど奥村委員がおっしゃられたとおり、今、森川さんという方

が何かを書かれている文書があると。それを細かく証言をいただくと。その中で、やは

りこれは本当かどうか本人に確認したいなというものを、今でいう３回目じゃなくて４

回目に証人をする。 

 でなければ、今の状態で証人喚問する中身が何の根拠もなくなってしまうわけですよ。

今の段階では。先ほども言いましたように何の情報もない状況で私たちが証人喚問する

んですから、その証人喚問をする内容の根拠が全くない、薄いということになるので、

やはり次の証人喚問として、今言ういろんな告発の文書があるなら、それを確認して、

その中で出てきた人たちに対してそれは事実かどうかということを確認するのが本来の

流れかなと思いますので、今ここで何かを決めなきゃいけないということではないよう

に私は思うんですが、委員長、いかがでしょうか。 

○委員長（丹尾廣樹君） 決めなきゃいけないという、何か話が非常に難しくなってきて

しまったんですけど、元に戻して、次回の証人喚問者を今どなたにするかということで

採決しているわけです。だから、一応そういった頭で質疑もやっていただきたいし、質

疑についてはそういうようなことで、次回の次回になるんかもしれないですけども、候

補者として要るんでないかという言い方もあったようにも感じます。しかし、私の部分

は採決ということを前提としていますので、そういったところで御理解いただきたいな

と思います。 

 質疑をもうここで締めたいと思います。 

 佐々木市長を証人喚問するということに賛成の方の挙手を求めます。 

○２番（江端一高君） 次回ですね。 

○委員長（丹尾廣樹君） はい。 

（挙 手 少 数） 

○委員長（丹尾廣樹君） 賛成少数であります。よって、次回の委員会で…… 

○14番（木村愛子君） ちょっと待って、奥村さんも手挙げる。 
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○10番（奥村義則君） 賛成ですけど、流れの中で、言われるように、私はもう分かって

いますよ。聞いていますから分かっていますよ。分かっていますけど、今、流れをスム

ーズにいかそうと思うと、まずは森川さんを呼んでいただいて、来ていただいて、いろ

んな細部にわたったことを聞くと。ここに書かれている細かいことを一つ一つ聞いてい

くんですよ。その中で、市長の名前はもう出ていますけども、もちろんこれを森川さん

が認めたと。事実なんですよというような形でおっしゃった場合、呼べるのかなという

思いもします、これは。次は。ですから、鯖江市内の建設業者も含めて、来てもらうこ

ともできると思うんですわ。あるいは、応札しなかった業者なんかもあると思うんです。

ずーっと広がってくると思うんです。 

○委員長（丹尾廣樹君） もう一回ちょっと言いたいと思います。今は次回の喚問予定者

というんか、そういった方の出頭を求める証人について採決をしているわけです。だか

ら、今のところ森川さん、それから玉邑議員、このお二人は全員の賛成で一応決まった

わけです。 

 今、市長の部分については、３人目になるかならないか、これを決めないと結局時間

帯も決まらないし、何もかも分かりませんので、ここのところをはっきりしてほしいで

すね。 

○10番（奥村義則君） 玉邑議員は決まりましたよね。だけども、今の段階では２番目の

ことに関しては聞けるんですよ。聞けるんですわ。だけども、私が言った最初の部分に

関しては、森川さんの証言がなかったら聞けないと思うんです。私は分かっていますけ

ど、その結果は、自分ではそうなんだろうなというのは思いますけども、もしそれがは

っきりしなかったとかとなりますと、呼ぶことができないじゃないですか。そういうふ

うになっていくと思うんです。 

 本来ならば１日で４人も５人もしたいですよ。本来ならば、その１日で。だけども、

流れとしてはそういうふうになっていくんかなと。聞きたいことに関してつじつまが合

わないような状況になりますと、呼ぶ意味がなくなってしまうんですわ。だから、合わ

せるためにもまずは森川さんに細かく聞いて、そして、それに該当する次の人を求めて

いくと。 

 だから、３回目の委員会から４回目の委員会というのは空けたら駄目ですわ、ある意

味では。来てもらう人には５日間ぐらいの猶予を発送からというような形になっていま

すので、その辺も含めて４回目はしっかりと早くやると。 

 今の今日のこの委員会の状況の中では、それがベストかなというふうに私は思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） そういったことも含めてはっきりしないと、こちらの事務手続

のほうもできないわけですので、そこの部分は呼ばれる相手にしても迷惑になりますの

で、そこらを準じて、はっきりとここらのところの意思表示をこの委員会としてやって

いただきたいなと思います。 

 改めて…… 

○８番（帰山明朗君） 委員長、すみません、１件だけ出させてもらっていいですか。 
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○委員長（丹尾廣樹君） 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 奥村委員がおっしゃっていることが、そうだなと思いながら聞い

ていました。あと、大事にしないといけないのは、やっぱり委員長おっしゃるように、

証人が証言しやすいような日程とか環境を整えるのももちろん大事ですけれども、せっ

かく来ていただいた証人の発言を、我々はやっぱり精査してかみ砕いて、その上でやっ

ぱり次の調査に進めていく、もしくは次の証人を呼んでいく。正しい結論を導き出すこ

とが、来ていただく証人であったり100条委員会の使命を果たすためにつながると思いま

す。 

 ですので、奥村委員がおっしゃっているように、何人も呼ぶことも可能なのかもしれ

ませんけれども、やっぱり呼んで来ていただいた証人の方の証言を聞いて、それを僕ら

もメモを取りながら一生懸命把握しようとしますけども、１時間なり２時間なり、ちょ

っと頭の中を整理して次の証人に向かうとか、やっぱりそうしたことは必要な時間だろ

うと思っていますので、先ほども申し上げましたけども、１日に２人も３人も呼んでか

かって、きちんと整理整頓しながら、もしくはストーリーを確認しながら、もしくは予

定しなかった、もしくは知り得なかった事実が見えてきたときに対処することが可能な

のかなと思っていますので、今委員長がおっしゃっている事務手続は確かに必要なんで

すが、１日に２人も３人も呼ぶことが本当に当委員会の証人喚問の進め方としてできる

のかどうかも、やっぱりきちっと確認しておく必要はあるんだと思うんです。 

○委員長（丹尾廣樹君） 木村委員。 

○14番（木村愛子君） 議会の場で議員が質問していることに対して擦れ違いがあるから、

これをただそうと言っているので、私は時期を置くというよりは、例えば今日と明日と

いうぐらいでやらないと比較もできないんじゃないのかなと。議会の場で佐々木市長な

んかは、名誉棄損で訴えようかと思うというような言葉まで出たような気がします。だ

けど何らそういう行動はされていないんですから、どうなっているのというのも思いま

すので、そこら辺までいきますと、やっぱり議員が市民から負託を受けて質問をしてい

ることに対して、真っ当に答えられていないということで今回始まっているわけですか

ら、やっぱり委員長に私はお任せしたいと思う。相手方がいらっしゃるわけですから、

やっぱり最初にどういう方に証人としておいでいただくかというのは、もう最初にリス

トを挙げてしまって、日割りというんか日程的なものは委員長と事務局にお任せしてい

ったほうがいいように思いますけど。毎日でも開催するというぐらいでいかないと、全

部、毎日のほうが昨日のことを覚えているし、自分としてはいいなと思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） 私は今いろいろ言いましたけど、次の３回目のときに佐々木市長

をというような形で採決をした場合に、これは私は当然手を挙げると思います。ただ、

流れの中では先ほど言ったようなことが順当なことなんやろなというふうに思いますね。 

 それともう一つ、前回のときに私、発言させていただきましたけども、同じことに関

して、森川さん、例えば市長に対して聞いた場合に、その回答が違う場合に対してのこ
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とを私は申し上げたと思うんですね。対質という捉え方ですね。 

 そういった場合は、必ずお二人を同時に呼んで、また同じ質問をするというようなこ

とは、これはハンドブックにも書かれていますし、それは可能なんですね。それを絶対

やってほしい。そのことだけはちょっとお願いしたいなというふうに思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 一応、終結いたします。 

 だから、次回に出頭を求める証人として、佐々木市長を次回求める証人にしたいとい

うようなことで賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手 ３ 名） 

○委員長（丹尾廣樹君） 挙手３人であります。反対３人ということで、反対というか、

先ほどの御意見のように、次回の内容を見て、お呼びするかどうかというのをそれ以降

に決めると。次回の後に決めていくということだろうと思いますので、内容によってで

すね。 

○１番（林下豊彦君） その選択肢はないんですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） いや、その選択肢はいいと思います。ただし、事務的な部分と

して、証人については、議長経由で出頭を求める者への招集状といいますか、そういっ

たものを出していただきますので、そこら辺はやっぱりはっきり日にちを決めた３回目

にするには、その前段でそれをしなきゃいかんので、そういうことも兼ね合うので、中

途半端な御意見ではちょっとまずいんです。同じですけどね。 

 林下委員。 

○１番（林下豊彦君） 事務的なという言葉が先ほどから委員長のほうからたくさん出て

いるんですけれども、事務的よりも、やはり招集する理由ですね。そこのところが明確

でないと、事務的なものがあるから早くしよう、理由は適当でいいというわけでは、僕

はないと思うんです。 

 先ほど奥村委員がおっしゃったように、一番最初の基になる文書、その書かれた方の

証人喚問をして、そこで事実なり何なりかが出てきたときに、それを基に次の方を証人

喚問するという形が本来だと思うんです。 

 ですから、奥村さんと僕とは多分同じような感覚だと思うので、次回呼ぶ人を今決め

るというよりも、今、帰山委員も言ったとおり、時間的な制約もいろいろあると思いま

すし、その事実を確認した後、どういう形で何を聞くかということも皆さんで精査せな

いかんことだと思うんです。ですから、それのことを考えたときには、やはり順番、流

れというんか、順番立てて証人の方に来ていただくというふうに持っていかないと、今

回のこの今の佐々木市長が来るという理由もよく分からないような感じになってしまい

ますから、そのために最初の方を証人喚問して、そこから疑惑をもう一つ、次の方に来

ていただいて確認するというようなものが本来の形かなと思いますので、今、次、呼ぶ

人の賛否を問うていますが、ちょっと違う形で持っていけるようなことを、委員長、考

えていただけるとありがたいなと思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 次第にも書かれていると思いますけども、４番目、出頭を求め
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る証人を誰にするかということで、次回の証人を今選定しているわけです。 

 その次に証言を求める事項というのがございます。当然、林下委員が疑問に思ってい

ること、そういった部分があると思いますし、先ほどいろんな方の質疑の中にも、その

点を確認すべく、いろんな形で出てきていたと思います。それをまとめると、結局、証

言を求める、この人はこういう理由でこういう内容を聞きたいんだから求めますという

ような質疑の方法を取ったと思うんですね。 

 だから、そういうことではございますけども、事務的という言葉が嫌であっても、実

際的に言うと、それをその日に呼ぶか呼ばんかというのは、もう機械的に決めてしまわ

なきゃいかんわけですから、皆さんの合意の中で決めていくわけですから、事務的とい

う言葉になってしまいますけども、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、出頭を求める日時および場所というような、こういうようなこともありま

すので、どちらかというと、その日じゃなくて次の日がいいんじゃないかとか、それを

近くに持っていったほうがいいんじゃないかとかというような意見もございますけども、

そういうようなファジーな御意見であると、本当に事務局のほうも困ってしまいますし、

それから議長のほうでのそういう証人出頭請求書というのも困ってしまいますので、こ

このところはこのとき呼びますと。ここはちょっとそういう考える部分を持って、どう

いう証言を求めていくかというようなことを考えて、こういう質問をしていくというよ

うなこととか、そういうようなことを考えていただいてやるべきことではないかなと、

こんなふうに思います。 

 だから、林下委員としては、次回に呼ぶことについては反対ということやね。反対と

いうことでお聞きしました。それで、こちらの…… 

○20番（菅原義信君） それはもう分かったで、可否同数で決するところをどうするんだ。 

○委員長（丹尾廣樹君） 決するところ、それでもう困ってしまうんやけど。 

○１番（林下豊彦君） 選択肢として、今、森川さんという方を証人喚問すると。次回は

それで玉邑議員と２人でよろしくないですか。そのときに、今日のこの証人喚問により、

次回証人喚問する人を決めて、何か問題あるんかなと思いましたが、菅原委員、どうで

すか。 

○20番（菅原義信君） 俺に聞くなや。 

○委員長（丹尾廣樹君） 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） 追加でちょっとまた話させてもらいたいと思いますけども、組合

議会の中で、公取委員会に出された文書の中から議長が５つの事実確認をされましたよ

ね。そのことに関しても一般質問等で私もやりましたし、全部ではないですけども一部

やりました。その５項目の中の幾つかをやりました。 

 結局そういうような状況の中で、先ほど採決を採ったときに、私、発言をいろいろし

ました。順番としてはこういうようなのが妥当ではないかという話もしましたし、賛否

を採った場合は私は賛成しました。 

 そういうような状況の中で、聞ける範囲、その尋問の内容をある程度絞ってというの
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はできるかなというふうには思います。３回目のときにも。そうなりますと、次またお

越し願わなあかんときもまた出てくるんかなというようなこともあるんですね。 

 先ほどもう一つ言ったように、対質ということもやっぱり考えられるかなというよう

な思いもしていますので。 

○２番（江端一高君） 委員長に僣越ながらちょっと申し上げたいと思うんですが、今各

委員の御意見をお聞きしていまして、この委員会の進め方に関して、やはり２人、３人

という証人を呼ぶというのが、非常に無理がかかるんではないかなと思われます。 

 というのは、出頭を求める証人を１人お決めになって、次に何を聞くか、証言を求め

る事項を決めた段になって、今後選任されていく弁護士さんに御相談をして、その質問

事項が大丈夫かどうか、確認を取ってから質問という形になるかと思うんですね。これ

が行われない限り、次の方への何を質問するかといったことも何も決まらないですし、

むしろできないというふうに感じます。 

 当然、先ほど帰山委員もおっしゃっていましたけども、民間の方にお越しいただくん

ですから、ある程度環境を整える必要がございます。こちらから一方的に、５日前の通

達だから来いというのは非常に乱暴でして、やはりここは先方さんと調整をしながら出

頭していただく日時を決めるべきであると。これも含めて弁護士さんと御相談をしてや

っていくべき事柄でもあるかなというふうにちょっと思いますので。 

 確かにお呼びするの、２人目、３人目を呼びたいということで決されるのはいいかと

思うんですが、その証言を求める内容および場所、日時に関しては、今この時点では決

められないというふうに私は感じます。 

 先ほど奥村委員がおっしゃっておりましたけれども、森川さんをお呼びすることは決

まりましたので、やはり森川さんをお呼びして、そこできちっと質問と、またその答弁

に関する精査を行ってから、次の日時および質問事項を決めていくのが委員会としては

いいんではないかというふうに、非常に危惧いたします。 

 改めて委員長の今回の市長をお呼びする件の可否同数ですけれども、委員長はどうお

考えなのかお聞きいたします。 

○委員長（丹尾廣樹君） 非常に難しい判断ではございますけども、今お二人の尋問内容、

それからまたそれの御回答とか証言内容とかいろいろなものがあって、市長を呼ぶ時期

が移動するんじゃないかみたいな、そういう考えもありながら賛成とか反対になってい

ました。これはそれぞれがあやふやな形と言わざるを得ません。 

 そういったことで、佐々木市長につきましては、私は次回出頭を求めることにつきま

しては否決を選択いたします。 

 つきましては、本委員会としては否決と決しました。証言者はお二人ということで決

しました。 

 次に証言を求める事項についてでございますが、今ほど決議いたしました証人に対す

る尋問事項についての協議となります。 

 証人に出頭を求める際には、尋問当日にどのようなことに関して証言を求めるのか、
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あらかじめ通知をしておくことが必要となります。事前に各委員から御意見をいただい

た内容をそれぞれ御紹介したいと思っております。 

 森川氏への尋問内容を御紹介したいと思います。 

 調査１という項目がございますけれども、これに対しては、公正取引委員会に告発し

た理由とその内容についてということで１つ目をお願いしたいと思います。 

 ２つ目は、荏原側への下請要請があったというようなことも伺っていますので、荏原

側への下請要請についてということで２つ目をお願いしたいと思います。 

 それから、玉邑議員への尋問事項内容を御紹介していきたいと思います。 

 調査項目１に対しては、市長との会合セッティングと入札話など、事実確認について

ということで聞いてみたいと思います。２つ目として、応札予定企業への訪問について

ということで聞いてみたいと思います。 

 調査項目２に対しては、池田町の訪問目的についてと、２番目として、議員と職員の

同行は誰の意向かということについても聞いてみたいと思います。以上でございます。 

 こうしたいと思いますけれども、どの部分か問題があるということか、今の案につき

ましては皆さんの御質疑を受けたいと思います。 

 林下委員。 

○１番（林下豊彦君） この文章、文面は考えないけないと思うんですが、これはどうい

う形で文面を決めるのかということと、あと、文面を決めて出頭要請をするに当たって、

その前に必ず、先ほどからの弁護士さんに確認というか相談をしないといけないと思い

ますので、弁護士さんの確認の後に提出するということでよろしいですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） この内容につきましては、一応、事前に皆様から取った内容の

御意見というんですかね、こういうことを聞きたいという部分をまとめた部分になりま

す。あくまでもこれは私の主観が入っておりますので、そういった内容につきましては

再度、今の御意見も併せながら吟味して、喚問予定の方に出頭請求書と共にお渡しした

いなと、こんなふうに思うところでございます。 

○１番（林下豊彦君） 弁護士さんが確認した後、提出するということですね。 

○委員長（丹尾廣樹君） そう。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 先ほどの議論の中に出てきましたけども、玉邑議員の質問の中で、

いわゆる動議の１番目ですね。２番目は池田町に職員を同行させたという事案だったと

思いますし、１番は入札のことですが、入札に関わることで玉邑議員が明確に出てきて

いる資料は、僕は持ち合わせていませんし、本会議の場でも発言していないので、先ほ

ど委員長のほうから、玉邑議員を今度呼ぶのは２番のことに関してだというふうに発言

されたと思います。その上で採決も行ったわけですけれども、今回１番に関する質問も

予定事項として入れていらっしゃるので、何かお間違えでないかと思いますが、確認は

したいと思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 事前に出てきた委員さんの質問理由というんか、ここのところ
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の証人および参考人出頭要求書の集約結果の、出頭を求める理由および証言を求める質

問事項というのを、私がまとめたものでございます。あくまでも私の主観が入っており

ます。 

○８番（帰山明朗君） 先ほど委員長が自らおっしゃった発言の中に、今回の①の動議の

ことに関しては、玉邑議員を証人として呼ぶ根拠が、いわゆる公取に出されたとされる

資料に名前が載っているからという理由であれば、まだ僕自身も名前が出た資料を見た

ことはありませんので、少しまだ時期が違うので、２番、池田町に行った事案について

聞くんだとおっしゃられたと思うんです。 

 その流れの中で、今、質問事項の中で動議の１番に関わることをおっしゃっていたの

で、それについては先ほど、今回はそれには関わらない証人だというふうにおっしゃら

れたので、違うんでないでしょうかと確認をしているんです。 

○委員長（丹尾廣樹君） 菅原委員。 

○20番（菅原義信君） 100条委員会というのは、何も検察官ではないわけなんやっての。

だから、明確な証拠がなければ質問できないかというと、証人として証言を求められな

いかというと、そうではないと思うんやって。これは風聞であったとしても、それはや

っぱり質問することはできると思うんやって。 

 何でかというと、国会なんかの証人喚問のときもそうや。別に何か物的な証拠がなけ

ればいけないとか、そうでなくたって、例えばどっかの週刊誌がそうやって書いていた

とか、そういうようなことを証言する人がいたとか、そういうものであったとしても質

問の対象には、僕はなると思うんやって。 

 だから、そういう点でいくと、これはまだ公というか…。 

○14番（木村愛子君） 「北陸政界」に載った。 

○20番（菅原義信君） 「北陸政界」なんていう変な雑誌かもしらんけれども、そういう

ものにも名前としては取り沙汰されているということがある。だから、その程度のもの

であったとしても、議会としてはやっぱりただす必要はあるという具合に私は思うんや

っての。それでもって直接刑事告発するんだという、そういう構えではないわけなんや

さかいにさ。 

 だから、そういう点では、やっぱりその１番の事項についても、やっぱり玉邑さんが

関わっている、そういう可能性というか、そういうものが非常に高いわけやさかいに、

やっぱり聞くべきだと私は思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 聞かないでいいという話ではなくて、次の出頭のときに聞くこと

なのかということであります。先ほども申し上げましたけれども、森川さんに来ていた

だいて公取に出されたとされる文書の内容を聞いた後に、その後に出てきたことについ

て、そのことに基づいた中でみんなで議論して、これを聞いたらいいだろうというほう

が順番としていいと思うので。同日に呼ぶということであれば、その日に同じように聞

くことはなかなか難しいのではないかという意見が一つ。 
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 もう一点は、風聞であったりうわさでも聞くことはできる、雑誌に載っていても聞く

ことはできると言いますけれども、私自身は100条調査委員会というものの委員にならせ

てもらった気構えとしては、やはり、ある程度根拠のあることに基づいて証人には来て

いただくことだと思いますので、風聞とか雑誌も、その程度にはよりますけれども、や

はりそれについてはきっちりと自問自答しながら呼ぶべきだというふうに思います。 

 あともう一点、私は組合議会の議員です。この文書の取扱いについて組合議会の中で

も議論して、その中で決めたことに賛否を表明した立場です。そのときに、あくまでこ

の文書に関しては、公正取引委員会が正式に受理して調査を始めるという段階に行くま

では、この件についてはまだ正確かどうかははっきりしないので、この点については今

のところ様子を見ながら次の段階に進もうということに私は賛成した立場でありますの

で、そうした立場の中で、この資料について名前の載ったものであったりとか精査して

いくということであるんならば、やっぱりきっちりと確認をしながら進めていきたいと

いう、私個人の思いでありますので。 

○委員長（丹尾廣樹君） 菅原委員。 

○20番（菅原義信君） 僕、その風聞でもと言ったのは、それはいわゆる最低のラインと

いうか、それしかないさかいにできないというものではないということを私は言ったつ

もりなんや。 

 それと、最初に森川さんについて尋問するということになっとるでやけど、森川さん

のあの文書の中には、私たちが持っている文書の中ではＢ、Ｃ、Ｄやったかな。そうい

うものでしか名前としてはつけられていなかったけれども、その中のＢだったかＣだっ

たか知らんけれども、それは当該人物の可能性が非常に高いということについては誰だ

って認めていることなんやっての。だから、それはやっぱり質問する必要はぜひ出てく

るというふうに私は思います。だから、やるべきだと思います。 

 以上です。 

○委員長（丹尾廣樹君） 先ほど、林下委員からもありましたとおり、尋問事項につきま

しては、先ほど決議いただきました弁護士からの助言を経て、侮辱的な言葉や誘導する

ような言葉にならないよう調整させていただきますことを御了解していただきたいなと、

こんなふうに思います。そういったことを前提に行わせていただきたいと。 

 そして、この内容についても、一旦こういう質問について、こういう状況だが、こう

いう質問についていけるかどうかというようなことも、弁護士の人から助言をいただき

たいなと、こんなふうに思っているところです。 

 江端委員。 

○２番（江端一高君） そうしますと、弁護士の方から助言をいただいた後に質問事項が

大枠で決まって、それを再度この委員会で議決をして、それから質問をぶつけるという

ことですか。今の感じですとそれが終わってからというふうに聞こえたんですが。あく

までも確認は必要だとは思いますけども、どのようにお進めになられるんですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） この尋問事項の内容についてでございますけれども、あくまで
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もこれは１つでございまして、これに皆様のこれもつけ足してやというような部分があ

れば、当然これを追加するというようなことで、今こういうふうに皆さんからのお話を

いただいているわけでございますので、そういった部分も含みおきいただきながら質問

をしていただきたいなと思うんですね。 

 だから、こういうような部分についてはこういうふうにされたほうがいいんじゃない

ですかというのも、当然あってしかるべきだと思います。 

○２番（江端一高君） 今、決めてということですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） だから…… 

○14番（木村愛子君） 江端委員が言っておられるのは、弁護士さんと相談をなさってで

きたストーリーを、またこの委員会に持ってきて、それでここでまた協議をして決を採

ってから動くんかというお尋ねだったので、私は先ほどから委員長にお任せしますと、

委員長采配で動いてくださいというふうに言っております。 

○２番（江端一高君） 委員長はどうお考えなんですか。私の質問にお答えいただけたら

と思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 委員会という部分については、今、第３回、当然、喚問の内容

でありますので、ここである程度意見を言っていただいて、その質問内容について合意

形成を図りたいなと、こんなふうに思っております。 

 今ここで私が言った部分について、この内容のまま賛成ですか、反対ですかと言いま

すけども、これについてはあくまでも先ほど言ったように、相手に対して取られる内容

が侮辱的とかそういった部分でないように変えるという部分については、解釈を変える

ということ、質問の内容を変えるということについてもあり得るわけですけど、大枠は

そういう部分で決めさせていただきたいなと、こんなふうに思います。 

○２番（江端一高君） 今日、決めるということなんですね。 

○委員長（丹尾廣樹君） そうですね。 

 林下委員。 

○１番（林下豊彦君） あまり流れがちょっと分からないんですが、今ここで何か文章を

決めたとして、次回の３回目には証人も来ますけど、弁護士さんはそのとき僕らは初め

て会うという状況になるんですか。 

 ３回目の100条委員会が開かれたときに、弁護士さんがアドバイザーというんか、いろ

んなアドバイスをくれるという立場の方がどこかの席に座るとして、そのときに証人喚

問が同日始まるということですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） そうです。 

○１番（林下豊彦君） 弁護士さんには…… 

○委員長（丹尾廣樹君） ちょっとそこらのところ、私もどういうようになるか分かりま

せんけども、契約をしまして、その後に３回目をセッティングするわけですけども、そ

のときには弁護士さんの同席をいただくということで、委員のその場のきつい表現とか

そういった部分については、やはりちょっとストップというんですかね。そういった部
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分もかけていただくこともあるかもしれないし、そういうような形で運営を図っていき

たいなと思っております。 

 弁護士さんはその中で発言はできませんので、そういった部分については表現はどう

いうふうにするかということもあると思うんですけども。 

○１番（林下豊彦君） そうしますと、弁護士さんはこの事の事情をどの程度理解した状

態でこのアドバイスを受けるかというと、今の話だと、何にも知らない状態で、誰が何

をしたとかも分からない状態でこの場に立って、アドバイスってできるもんかなと、そ

れはちょっと疑問に思うので、やっぱりその前にというんか、やはり弁護士さんに対し

て、一体何を僕たちが調査しているのだ、どういう事実が起こっているのかということ

を伝える必要が僕はあるかなと思うんですけれども、次回、３回目に弁護士さんもいら

っしゃいました、証人喚問も始めますというんでは、ちょっと危なっかしいなという思

いがありますが、委員長、どうお考えですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） 当然そういうことはあると思いますね。だから、事前に契約し

てから、そういう部分で、今の状況、またこういうような内容、それから資料をある意

味では見ていただいて、ある程度理解していただくというような、レクチャーと言った

らちょっとあれなんですけども、そこらの事前の説明とかそういった部分は、委員長、

副委員長、それから議会事務局である程度やっていきたいなと、こんなふうに思ってい

ます。 

○１番（林下豊彦君） そのことをしっかりやっていただかないと、当日、証人喚問のと

きに、もう言ったものをそれは駄目ですよと後から撤回もできませんから、それは前も

ってしっかりとその情報を弁護士さんのほうに伝えていただきたいなと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（丹尾廣樹君） 菅原委員。 

○20番（菅原義信君） 今の林下委員の弁護士さんについての話ですけれども、その弁護

士さんというのは一体どういう立場で入っているのかという、そのことをちゃんとはっ

きりさせておく必要は僕はあると思うんやっての。 

 別にこの100条委員会でもって、その代理人として弁護士を選任するということではな

いわけなんや。だから、あくまでも法的な専門家として、委員から質問だとか、あるい

はひょっとした場合には、その証人として呼び出された人が自己に不利益な発言だとか

って、そういう言わなくてもいいことを言ってしまうだとかね。そういうミスについて、

法的な専門家としての立場から法的なアドバイスをするということが主任務であって、

だから、それは全体の中身を理解してもらうとか、それはちょっと違うと思うんやって

な。 

 だから、国会の場なんかでの証人喚問を見ていると、大体、証人者のほうに弁護士が

ついとって後ろから耳打ちをするとか、そういうようなやり方が取られているけど、や

っぱりその程度のものだという具合に私は思いますけどね。 

 だから、そういう点では、どの程度のものなんだということについて、ちょっとはっ
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きりさせておく必要が僕はあるという具合に思いますわ。 

○委員長（丹尾廣樹君） 林下委員。 

○１番（林下豊彦君） 私もはっきりは分かりません。ただ、民事訴訟法にのっとった100

条委員会ですので、いろいろなところでやはり法律に精通していないと、言葉遣いも含

めて道を外すというか、ちょっとミスを起こしかねないので、そういう意味で弁護士さ

んはいらっしゃるんだと思いますので、そういうことも含めてアドバイスいただきたい

なと思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 委員会条例で、午後５時になろうかとしています。一応、延長

をいたしたいと思いますけども、よろしくお願いします。 

 林下委員の御意見はもっともでございますので、あくまでもやはり委員を守るという

ようなことでお願いするというようなことを聞いておりますので、そういった意味合い

で御理解をお願いしたいと思います。 

 時間が長くなっていますので、休憩を入れたいと思います。５時15分に再開したいと

思います。 

休憩 午後４時59分 

再開 午後５時17分 

○委員長（丹尾廣樹君） 再開いたします。 

 時間も押していますので、この証言を求める事項についてですけれども、私が提示し

たもの以外ということについても皆さんお持ちだろうと思うんですね。だから、今まと

めるというのもなかなか大変ですので、二、三日をめどに議会事務局のほうに、次回喚

問予定者の森川正富さんへはこういう尋問事項の内容をお願いしますと、何々について

というような形で出していただきたいなと思っています。森川さんと、それから玉邑哲

雄議員さんも出していただきたいなと思っております。 

 林下委員。 

○１番（林下豊彦君） 何度も言っているんですが、私の手元には、衛生組合議員でもな

かったので何の情報もなくて、質問しろと言われても本当に困るんです。 

 奥村委員が持っている資料等が僕の手元にあれば、それを基に質問もできますが、本

当に私のところには何もないので、この情報格差といいますか、委員会として同じ情報

のものをもらわないと、私は今ここで何かあなた方の質問をと言われても、全く書くす

べがありませんので、そのことを解決していただきたいなと思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 林下委員の御意見はもっともなこともあるので、極力努力し、

ここの部分について研究を行っていただきたいなと思うんですけど、その情報格差の部

分については、ほかの委員さんと御相談をされることというのは構いませんので、委員

さん内部でやっていただければいいと思います。もしなければ提出は結構です。 

○１番（林下豊彦君） いやいや、ちょっと待ってください。私は委員としてここに参加

していて、何で私は情報ないんなら提出しなくていいという、その発言は、委員長、お

かしくないですか。 
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○委員長（丹尾廣樹君） ちょっと待ってください。情報がないんなら提出しなくていい

というわけじゃないんです。情報は委員さんの中で提供してもらうなり、私も提供しま

すと。その中で喚問の質問というんですか。そういった部分の証言が欲しいなという部

分について、ありましたら提出してくださいということ。それでもなおかつなければ、

提出しなくても構いませんと言ったんですよ。 

 林下委員。 

○１番（林下豊彦君） 100条委員会というこの委員会があります。初日に100条委員会と

はこういうものだというしっかりした情報を共有するために頂いております。 

 調査項目に関しては、何回も言いますが、２項目３行だけのものです。それを僕だけ

かと思ったら、そうじゃないと。こうやってたくさんの名前が出てきております。この

根拠は何だというと、皆さんは何か情報を持っていらっしゃるわけじゃないですか。こ

の情報を共有しないで、この委員会って成立するのだろうかという私は疑問を持ってい

るんです。 

 ですから、その情報はもらって、その後いろんなものが、意見なり質問事項なりが出

てくると思いますので、それをいただかないと、今この話を進めるということはちょっ

といかがなものかなと思っていますが、いかがでしょうか。 

○委員長（丹尾廣樹君） これはやはり委員会としてのミッション、皆さんからいただい

たミッションでございますので、粛々と進めてまいりたいと思います。 

 この部分については何もないんだというようなお話で、そういうようなことをずっと

言われ続けていますけれども、実際のところを言うと、いろんな形での傍聴とか、組合

議会での傍聴とか、林下委員さんのいろんな努力というのは私は客観的に見ていますの

で、そういった点から情報がほとんどないというような部分ではないと思いますので、

もしそれでまとまらなければ、ほかの方も、委員さん、ほかの同僚委員さん、こういっ

た委員さんの中でいろいろ話し合っていただきながら、そういう質問というものをつく

っていただければいいかなと思います。 

 林下委員。 

○１番（林下豊彦君） 私は待っていて情報をくれと言う、そんなつもりはありませんが、

委員会として情報を共有するということは最低限必要なことかと思うんです。それは、

あなた一人で誰かに情報をもらっていきなさいということではなく。 

 でも、今この状態でもみんな平等ではなく、いろんな凸凹があると思うので、その情

報を共有するということを希望します。委員会として。 

○委員長（丹尾廣樹君） 江端委員。 

○２番（江端一高君） 本日の協議事項の（５）に提出を求める記録についてという項目

がありますので、今し方、林下委員がおっしゃっていた情報格差を解消するための記録

提出を求めることで、例えばそういったことでバランスを取るというか、均一化してい

くことは可能かと思うんですが、後ほどこれに関しては協議があると思えばよろしいん

ですよね、委員長。 
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○委員長（丹尾廣樹君） この（５）の部分につきましては、当然、提出を求める記録に

ついては皆さんそれぞれがあると思います。一応これも集約してあります。 

 私としては、皆さん、多方面の記録が、いろんな方面からたくさん記録の提出を求め

る部分で出てきております。こういった部分について、これは先方が出せないと言えば

それまでですけれども、一応、拒否するという部分についてはいかがなものかなとも思

いますけど、公開の部分についてはこちらのほうから提出を、皆さんからの要求のあっ

たものについては全て求めていきたいなと、こんなふうに思っております。 

 木村委員。 

○14番（木村愛子君） 本日の次第の中で（５）がありますから、（５）のところでその流

れをこの委員会としてつくるんですねという江端委員の確認かと思うんですが。もう（５）

の話を今お尋ねになっているというふうに私は理解いたします。 

○委員長（丹尾廣樹君） ４の項目をちょっとまずしたいと思います。 

 証言を求める事項については、ほかに意見があったらなんですけれども、ここ３日ぐ

らいの間に、どうか一応事務局のほうへ届けていただきたいなと思います。議会事務局

ですね。そして、委員長、副委員長との間で一応吟味させていただきながら、お二人の

方への尋問事項の内容の検討を図りたいと思います。 

 そして、その内容につきましては、皆さんにこういうような形にさせていただきまし

たということで、一応回覧させていただきたいなと思っています。配付したいと思いま

す。 

 江端委員。 

○２番（江端一高君） 配付されたものをもって議決するんですよね、質問項目の。 

○委員長（丹尾廣樹君） そうです。そういうふうにさせて…… 

○14番（木村愛子君） 議決なんかする必要ない。 

○２番（江端一高君） しないんですか。先ほどから私はそれを何度も聞いているんです。

その質問項目をどのタイミングで我々の意思統一をして、採決をして、これを質問とし

ていくのかというのを何度かお聞きしているというふうに私は思っているんですが、言

葉足らずであれば申し訳ないですが、それはいつのタイミングなんですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） それにつきましては、御意見は３日というぐらいの限度で出し

ていただいて、それをすぐさま集約して、皆様にこういうような結果になりましたとい

うことで報告させていただきたいなと思っています。 

○２番（江端一高君） 報告でとどめるということですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） それ以上に何か必要ですか。 

○14番（木村愛子君） 100条委員会の委員会の中で審議することが大事なんであって、そ

のときに委員会の進め方の中では、委員長が皆さんから出された質問を証人で出てこら

れる方に代表して質問されるらしいんですね、進め方として。そして、そのほかにあり

ますかというときに、また江端委員があれば、その質問をその方にされればいいので、

今、完璧なものが…。先ほどから出ているのは、弁護士さんに御相談していただいて、
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そっちのほうを今心配している。林下委員もおっしゃっていましたけど。だから、進め

方としての話になってくるから、今ここで決めたことを、さらにまたみんなに議決を採

るんかなんて言ったら、そういう流れというのはどこでどうなっちゃうのというふうに

思いますけど。今日は今日の委員会だと思うんですけど。 

○委員長（丹尾廣樹君） ちょっと言葉足らずでした。一応、委員会での共通質問という

部分については、皆さんから出てきたやつの大多数、それをまとめて私のほうから尋問

させていただきます。証人の方にですね。 

 あと、ほかに関連ということで、順番に、この順番も回しますので、そのときに委員

のほうから、これも一つのルールにしなきゃいかんですけども、持ち時間を決めて、10

分ぐらいというふうに思っておりますけれども、関連質問とか、それから御自分で独自

の質問という部分についても、あったらしていただければ結構かなと思います。 

 それも全て弁護士さんのほうで聞きますので、こういう質問は駄目だというような部

分とか、いいんだという本当共通の理解まで全て取らなきゃいかんということではあり

ませんので、そこらのところをよろしくお願いします。 

 江端委員。 

○２番（江端一高君） 非常に私、単純に聞いていたと自分では思っているんですけど、

質問項目に関しては議決を採らずにいくんだということですよね。そういう理解でよろ

しいんですよね。それを聞いておりましたので、それだけです。 

○委員長（丹尾廣樹君） 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 僕も最初のことですので、確認したいです。 

 今、木村委員がおっしゃったことと江端委員がおっしゃったこと、僕もルールも含め

て確認したいんですが、委員長が委員会を代表して総括的な証人尋問を行った後に、各

委員が補足的に質問をするということがルールだと思っています。 

 その総括的に行う尋問の内容についても、委員長に一任ではなくて、委員会の中で協

議したことを委員長が代表して質問するものだと思っています。それで補足する部分を

各委員が質問するというのが委員長が質問されることだと聞いていますけれども、総括

的に委員長が質問される内容も、委員長に一任するのではなくて、基本的に証人喚問に

当たっての委員会の議決項の中に証言を求める事項というのが書いてありますので、基

本的にこれについてはやっぱり議決していくものだというふうに考えますので、委員長

が行う質問であっても、総括的なものについては協議、議決したものをしていく。それ

で、あと補完的に行うものについては、民事訴訟規則第115条に違反しない分野の中で、

各委員が補足質問ができるものというふうに理解していたんです。 

 でも今のお話を聞いていると、議決はしない、質問については。委員長の質問につい

ては委員長一任だということになると、ちょっと僕、理解と違うので、そこは今後のこ

ともありますので確認しておきたいというふうに思っています。 

○委員長（丹尾廣樹君） 全て今、帰山委員が詳細に説明されましたけども、そのとおり

でございます。まさにそのとおりでございます。 
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 ただ、いわゆる合意事項ということが、今、時間帯として、これをやったらもう随分

時間がかかりますので、一応、皆さんから３日間ぐらいの間に、このお二人に対する事

項、こういうことについてというようなものを出していただくということをお願いした

いなと、こんなふうに思っております。 

 江端委員。 

○２番（江端一高君） 改めて、帰山委員も今おっしゃっていましたけども、委員長が行

われる主尋問に関しては、我々の総意として、議決をしていくべきではないかと、改め

て委員長。 

○委員長（丹尾廣樹君） そうです。 

○２番（江端一高君） 先ほどそうではないとおっしゃったんです、委員長。するんです

よね、そうすると。 

○委員長（丹尾廣樹君） 本来はそうなんです。 

○２番（江端一高君） 本来はではなくて。 

○委員長（丹尾廣樹君） そういうことですけれども、今このような形でまとめるという

ことはなかなかできない。皆さんから、今、例えばこの２人の証人の中の、例えば証人

出頭要求集約の中で証言を求める事項というところもあるわけですけども、ここには一

切載っていないというのが、この全ての人が皆さん載っているわけじゃないんですよ。

載っていないんですよ。 

 簡単に言うと、今の森川さん、玉邑議員とこの２人ですけれども、この２人に対して

の証人および参考人出頭要求、それと証言を求める事項というようなことを、前、皆さ

んからお諮りしたわけですね。そのときにこういったものは出されていませんので、そ

ういう今のお話というのは、出されていたら、今日ちょっとそういうようなことでまと

めていこうかなと思ったんですけど、出されている人の内容をまとめたときが、先ほど

こちらのほうで調査事項１とか調査事項２とか、この人はこうですよというような一つ

の内容を皆さんにお話ししたわけでございます。意味分かりますか。 

 だから、それでは片手落ちというようなこともあると思いますので、３日間そういっ

た日にちを空けますので、事務局のほうに早急に、尋問事項内容について御提出をお願

いしたいなと、こんなふうに思うと。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） ちょっとあんまり前のことに戻るのは難しいんですけど、こうい

う手続を進めていく中で、やっぱり証言を求める事項であったり、提出を求める記録で

あったり、証人を呼ぶ前に事前に請求すべき資料であったりということが出てくること

は十分考えられると思っているんです。 

 林下委員がおっしゃっているのは、委員としてのやっぱり資料の提出を委員長に求め

ているんだと思うんです。それを委員会として請求できないかと。持ち合わせていない

資料に関して。それを証人喚問と同時ではなくて、事前に欲しいということがあっても、

それは不思議ではないと思っていますし、証人も今日初めてある程度見えてきたわけで
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すから、それに基づいて資料も欲しくなるものがあってもおかしくはないと思っていま

す。 

 あと、２人しようと思うからこういうふうに拙速に進めていかなあかんので、やっぱ

りお一人ずつ丁寧に進めていくことが、結果的には証言を求める事項についてもやっぱ

り必要やったんじゃないかという思いを今持っておりますが、委員長が出された質問に

ついても、先ほど口頭でるるおっしゃったことについても、正直言うとメモを取っても

取り切れていないので、委員長がこれをやりたいと思う、僕まとめましたということに

ついても、僕は今、まだメモも取れていない状況です。 

 それについても、やっぱり委員長が今日提案される質問、証言を求める事項があるん

であれば、今日の部分もそうですけど、今後はやっぱりペーパーとして提出いただいて、

そこからたたいていくほうが分かりやすいかと思っていますし、今後されていく中でも

そうしたいと思っています。もし、委員長が手持ち資料で今日の質問内容をお持ちでし

たら、今でも頂戴したいぐらいだと思っています。 

○委員長（丹尾廣樹君） それについては、いつでもペーパーは出します。 

○８番（帰山明朗君） じゃ、今。 

○委員長（丹尾廣樹君） 今はそのままでは出せません。読み上げることはできますけれ

ども。これはあくまでも、いわゆる証人の出頭要求という部分の集約結果というのを、

大体最初の段取りとして皆さんに諮ったわけでございます。その中で、証人喚問予定者

というんかね。証人という部分について、お一人しか挙げていなかった方については、

そういった部分というのはなかったわけです。だから、全体の意見ではないよと、そう

いうふうに言われれば、あくまでもそうなので、一つの話として、これは私もこういう

ような形で尋問事項の内容を出していただいた方の中でまとめ、そして紹介したという

ような形になっています。だから、未提出者の方がこのままそれについて承認いただけ

れば、この部分に、あとの共通尋問内容が出ましたら、それを足し加えていきたいなと

思っています。 

 もともとの手続面で、非常にそういうようなそごについて今指摘されても、それはな

いんじゃないというようなのは私の本当の意見でございます。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） ごめんなさい。僕の聞き方があれやったかもしれませんけど、今

委員長がいろんな総合的に判断して、森川さん、そしてあと玉邑さんに対して証言を求

める事項として、委員長案を、みんなから出てきた意見をもって先ほど表明されたとい

うか、我々に提示されたと思っているんです。 

 それはそれでいいと思っているんですが、それを基にして今から考えていく中で、委

員長の素案についてまとめられたものを、まとめられた経緯はおっしゃるとおりだと思

っているんです。それを文面として紙資料で頂けるとありがたいということを今お願い

しているわけです。 

○14番（木村愛子君） ちょっとその前に、証人として求めるところでお二方を賛同され
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た３人ですから、何を根拠に求めようと思われたか、それをお出しになればいいんじゃ

ない。締切りは済んでいましたけど、今委員長が改めてそういうふうに言って、二、三

日の間に出してくださいと言っておられたわけですから、協力してあげていただければ

いいんじゃないでしょうか。賛成で手を挙げてくださったんですから。 

○委員長（丹尾廣樹君） 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 繰り返しになるかもしれませんけど、普通、議会の場で議案を審

議したりとかそういうときには、必ず理事者から資料を出してもらって、その資料に基

づいて、例えばこのペーパーの中で僕はまだこれを聞きたい、誰々委員さんはこれを聞

きたいというふうにして考えていくのが一番分かりやすいし、間違いがないと思ってい

るんです。 

 先ほど委員長が、僕はこういうふうな形で今まとめているで、それ以外のもので質問

があればというふうにおっしゃったので、委員長がまとめられた質問を、先ほど僕はメ

モも取り切れませんでしたし、なかなかこの場で正確に記録できないので、何か資料が

あるんならそれを頂戴したいと言っているだけですが。 

○委員長（丹尾廣樹君） なら、再度申し上げますか。 

○８番（帰山明朗君） 資料で出していただくことは要求したらいかんのですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） いや、資料で出すことはできますけども、その資料はいつ出せ

と言うんですか。今出せと言うが。 

○８番（帰山明朗君） 手元にあるんであれば、今コピー取れば済む…… 

○委員長（丹尾廣樹君） いや、手元にあるんですけども、その手元の中には、委員長と

して…何回も言いますけど、集約結果という部分があったのを全部まとめて、この人が

尋問者に入ればこういう内容でという、皆さんからの出たやつをまとめたやつを持って

いるわけですよ。全ての人。意味分かりますか。だから、却下された人も入っているわ

けです。否決された方も入っているわけ。だから、そういうようなことで、これは１枚

になっていますので、これを写してあげるわけにはまいりませんということ。 

 だから、明日ならおあげできますけども、そういったことで納得していただけません

でしょうか。 

○８番（帰山明朗君） 資料については、委員長、もう一度先ほどおっしゃった内容の繰

り返しになって、お時間取らせて申し訳ないんですが、読み上げていただいてもよろし

いですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） 森川正富氏への尋問事項内容をまず御紹介します。 

 調査項目１に対し、１番として、公正取引委員会に告発した理由とその内容について。 

 ２番目。調査項目１に対しての２番目ですね。荏原側への下請要請について。 

 玉邑哲雄議員への尋問事項内容を御紹介いたします。 

 調査項目１に対して、市長との会合セッティングと入札話など、事実確認について。 

 調査項目１の２番目として、応札予定企業への訪問理由について。応札予定企業とい

うのは、神鋼というような形で括弧書きされています。 
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 調査項目２に対し、１、池田町訪問目的について。 

 調査項目２に対しての２、議員と職員の同行は誰の意向かについて。以上ですね。 

 この内容を吟味して、これはこのままいくかどうかというのも、また皆さんの御意見

を足し加えて検討したいと思っております。 

 また、これについては弁護士さんに、こういう聞き方というのは妥当かと、聞けるの

かどうかということもチェックしたいなと思っています。 

 だから、本来はこの部分については皆さんから集計するつもりであったんですけども、

先ほどの経過というのもありますので、これは３日間猶予しますので、事務局のほうに、

例えばこのお二人を今度、証人としてお呼びしますので、このお二人へ、調査項目１に

対してはこういうようなことを、また調査項目２に対してはこういうことを付け足すと

いうんか、全体意見として聞かれたらどうかというような内容ですね。それから、玉邑

議員は玉邑議員の調査項目１に対して、調査項目２に対してということで出していただ

けたらなと思います。 

 それについて、委員長、副委員長と事務局でその集計をしまして、皆さんのほうにこ

ういうような内容でということで、喚問予定日までは、先方の都合も聞かなきゃいけま

せんし、いろいろ時間があると思うので、そこらのところで皆さん方にそういったこと

も周知したいと思っています。 

 委員の中で話し合ったり、そういったことについては大丈夫だと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 今後の流れとしては、本日から数日以内に質問項目を委員から出していただきます。

これを弁護士と相談をします。出頭を求める者の氏名――これは今後のこういう決め方

の流れを言っていますけども、出頭を求める者の氏名を決めていただく。それから証言

を求める事項はどうするかということも決めていただく。出頭すべき日時、場所を決め

て、１、２、３を全て委員会で諮る。そして議決するというのが本来の姿です。 

 ある意味で２回目でしたんですけど、この部分、証人のこういう流れについては皆さ

んと議論するのは初めてだったので、ちょっとどたばたした部分もございますけれども、

こういった流れで今後は決めていきたいと。 

 だから、今の場合ですね。次回の証人の場合につきましては、ちょっと便宜的ではあ

りますけれども、皆さんに最終的には分かるような形で喚問を行っていきたいと。 

 そのためには、いわゆる３日ぐらいの間に質問項目を議会事務局に出していただき、

それぞれの証人を対象として出していただいて、それについて正副でまとめ、こういう

会合の席というのが、この間に取れる時間というのがあるかどうかはちょっと分かりま

せんけれども、極力、皆さんにこういうような内容について諮らせていただくというん

か、そういう相談させていただくような場所をつくりたいと、やりたいと思っておりま

す。そして、あくまでも委員会で諮って議決を求めた上で証人喚問を行うというような

形が流れですので、この基本で今後やりたいなと思っています。 

 林下委員。 
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○１番（林下豊彦君） 今のお話を聞いて、次の３回目に証人喚問という話ですけれども、

その前にやはりもうちょっとみんなで話し合わなあかんことがあるんじゃないかなとい

う。弁護士さんも込みで。日時を決めるにしても、今日決められればいいですけれども、

中身の精査ということはもう一度委員会開催が必要じゃないかなと、私は今お話を聞い

ていて思ったんですが、委員長、いかがですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） 今の意見というのはもっともだろうと思いますので、その前に、

このルールを決めるということを前提とするだけなので、時間が取れればそういった委

員会を開きたいなと思います。時間が取れればですけれども、やりたいと思います。 

 それで、こういうようなことで、３番目の内容ですね。出頭を求める日時および場所

という部分について…… 

○８番（帰山明朗君） ごめんなさい。３番目に行くんなら、２番のことでもう一度、今

委員長から御説明いただいたことへの確認です。３番に行こうとしたんですよね。 

○委員長（丹尾廣樹君） そうですね。３番に行こうと思っています。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） いま一度、先ほど申し上げたことで確認です。 

 調査項目、玉邑哲雄議員に証人として出頭してもらうことには先ほど賛同いたしまし

た。それでも、そのときに申し上げましたけれども、今回は２の項目については一定の

明らかになっている部分がありますので、それについての証言を求めるということは必

要だというふうに考えますけれども、①番のことに関しては、その根拠となっているも

のが、森川氏が作成された資料によるものですので、森川氏の証言の内容いかんによっ

て、聞くか聞かないか、どうしていくかということが妥当だというふうに申し上げまし

たので、今後のこともあります。先ほど菅原議員も僕はこう思うという御意見をおっし

ゃられたので、それも委員としての一定の御意見だと思いますが、例えば質問の内容の

基となるものが風聞であっても、100条委員会は質問していくのか。雑誌に載っていたら

質問していくのか。改めてその資料の正当性を確認した後に、その証言を聞いた後、確

認した後に、それに基づいて聞いていくのかということは、やはりはっきりしておいた

ほうがいいと思いますので、委員長から先ほどお話のあった玉邑哲雄氏への証言を求め

る事項について、動議の調査項目１番に対してのことに関しては、第３回目で聞くこと

についてはどうなのかなというふうに思っておりますので、これについてはそもそも受

け付けないんであれば、今の時点でそうしておいたほうがいいと思いますし、これも受

け付けるということであれば、それも受け付けるのか受け付けないのかはしっかりと決

めないといけないというふうに思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 一応、次回というような形で第３回というような形を言いまし

たけども、確かに非常に今後の流れというのも、非常に今後ますますそういったことを

きちっとやらなきゃいかんと思うんですね。そういった意味では、スケジュール的にも

１週間ぐらいの以内の中で時間が取れれば、第３回の委員会をやる必要があるんじゃな

いかなと、こんなふうに思っております。 
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 それで了解できますでしょうか。 

○８番（帰山明朗君） お伺いしたことの答えにはなっていないと思います。 

 玉邑議員への１番の証言を求めるという、委員長が提案されたこの中身の根拠が森川

氏が書かれた文書であるならば、その文書の正確性を確認した後にその証言を求めると

いうことですので、今回このことについて挙げるんではなくて、４回目、それ以降の、

次回以降の証人のときに…… 

○委員長（丹尾廣樹君） 帰山委員にお話ししますけども、やはり一遍採決で決まったこ

とについては、その内容をひっくり返すような発言はちょっとまずいんではないかなと

思うんですね。そのとき、全員の賛成をもってこれは表決されたものでございますので、

それはちょっと認めることはできません。 

○８番（帰山明朗君） 出頭を求める証人については私は賛成しましたので、このことに

ついて何も異議を唱えているわけでもありません。 

 ２番の今これから決めようとしている証言を求める事項について、調査項目１に対し

てという証言を求めることについては、違うんじゃないのかということを先ほどからず

っと申し上げておりますし、それについての委員長であったり委員会としての協議がな

されていないので、その点については今どうでしょうということを申し上げております。 

 １番の先ほど採決したことについては、全く異議は唱えておりません。 

○委員長（丹尾廣樹君） そのルールそのものにつきましては、今後の流れということで、

もう１週間ぐらい後のうちに時間が取れれば、第３回の委員会をやりたいなと思ってお

ります。 

 これはそこでの皆さんのまたお話になるので、そういうような前提で了解いただけん

かなと思っております。日にちを取るというようなことも考えておりますので、よろし

くお願いします。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 了解いたしました。 

 きちっとはっきりおっしゃっていただければ我々も分かりやすいんですが、時間が取

れれば委員会を開くのか、次の委員会は開いてかかって、証言を求める事項について、

皆さんから出てきた意見を基にして集約したものを改めてここで提示されて、そこで議

決していって決めるのかということは、時間があればするのか、時間がなかったらしな

いのかということではなくて、やっぱり行うんであれば行う。そこでやっぱり証言を求

める事項については議決するんだということは、はっきりと決めていただくほうがいい

かと思いますし、日時についてはもちろん今後調整が必要だろうと思っていますし、弁

護士の助言を仰いだ上で行うんであれば、当然費用が議決された後になるのかはちょっ

と分かりませんが、そこについてははっきりとおっしゃっていただくほうが分かりやす

いかと思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 証言を求める事項についての議論というんですか。こういった

部分については、皆さんの集約をした後で、はっきりと１週間ほどの間にですね。例え
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ば21日とか24日とかというような日にちを取って、委員会でしっかりとした議論を行い

たいなと思っております。 

 それで、これは３番目の出頭すべき日時、場所についてもですけれども、これも弁護

士さんとか証人の方の都合というのもございますので、ここではっきりと決めるという

ことについては不可能かなとは思っております。 

 そういうようなことがあった場合、不都合があった場合、来られない理由というか、

それも正当な理由がないと拒否もできないという部分もありますので、都合があるとい

う部分については非常に大事にしていかなきゃいかんことじゃないかなと思います。 

 だから、この日時についても、弁護士さんのほうから一応の空いている時間、日にち

というのは来ていますけども、一番最初の挨拶で11月29日以降になるんだということも

お話ししてあると思うんですけども、そういうようなことで、一応12月１日と２日につ

いては弁護士さんは終日空いていると。空いているというか、都合がいいというような

ことなので、これは議会の聞き取りの時間帯でもありますので、皆さんの御意見もちょ

っとお聞きしたいんですけども、できたらここは空いているということでありますけれ

ども、この両日のうちの、できたらどちらかのほうには、よければ決めたいなとは思っ

ております。 

 御意見はありますかね。 

 木村委員。 

○14番（木村愛子君） まず、同席を弁護士さんにお願いするわけですから、御都合がい

い日が一番だろうと思うので、私らが合わせていくということが優先されるかなと。 

 それと、やっぱり出頭をお願いする方というのは、議長から発信していただいて、そ

れで１日というところなり２日というところが、５日前以前に届けばいいということな

んだろうから、今から今日の委員会で決議されたことを議長さんに報告していただいて、

そして流れを粛々とつくっていただいたほうが。今一番は弁護士さんの都合だろうなと。

時間はどの時間でもいいんですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） 終日ということです。 

○14番（木村愛子君） じゃ、余計。 

○委員長（丹尾廣樹君） ２日は締切日か。 

○議会事務局長（九島 隆君） 12時で。 

○委員長（丹尾廣樹君） そうやね。12時ということになっていますので、できましたら

１日。 

○１番（江端一高君） ２日の午後からじゃ駄目ですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） それでもいいです。当然……。 

○20番（菅原義信君） そういう細かいことについては、後で委員長と副委員長の協議の

上、決定して、またお知らせしますとか、何かそういうことでまとめてもらったほうが

いいんじゃないですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） こちらのほうでまとめて決めさせていただくとありがたいわけ
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ですけども、そういうようなことでよろしいでしょうか。 

○14番（木村愛子君） はい、よろしくお願いします。 

○委員長（丹尾廣樹君） 林下委員。 

○１番（林下豊彦君） 先ほどもちょっとお聞きしたんですが、ここ１週間のうちに質問

事項については協議する場を100条委員会として設けるということですね。 

○委員長（丹尾廣樹君） そうですね。 

○１番（林下豊彦君） あと、次、２日とかという話は、それは証人を呼ぶ日のことです

か。 

○委員長（丹尾廣樹君） そうです。 

○１番（林下豊彦君） それ以前に僕たちは、先ほど言ったとおり、弁護士さんにいろん

なアドバイスをもらうということはできないということですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） 一応、契約は11月29日以降ということになりますので、実質的

にはその内容について、それぞれここらのところがというのは、それはもう皆さんが当

然、議決して聞くわけですから、その内容については皆さん方がチェックできると私は

信じておりますけどもね。 

 木村委員。 

○14番（木村愛子君） 今、菅原委員がおっしゃったように、まだ次の提出を求める記録

についてまで行かないといけないので。日時のことは、今日の日にちだって、14日にあ

りますよ、２時からありますよともらっただけじゃないですか、議員は。何か皆さん、

打診ありましたか。14日にやっていいですかって。だから、委員長と副委員長さんで、

事務局とで決めていっていただければいいと思うんです。 

 次、５のところへ行ってください。 

○委員長（丹尾廣樹君） 会議を持つということでお決めいただいたので、よろしいでし

ょうかね。４番については、内容の細かい詳細については、会議に諮るということで。

３日以内ぐらいに、再度言いますけども、事務局のほうへ出頭要求の証人の意見ですね。

こういった意見というんですか、質問事項を出すということで了解していただきたいと

思います。 

○８番（帰山明朗君） 基本的なことですけど、ちょっと。例えば２日の日に証人喚問を

行うとして、29日に弁護士が議決されるかどうかは本会議で決まることなんですけど、

それから後、契約を結んで弁護士さんの助言も受けながら証人喚問するということにな

るんですが、弁護士さんが議決して契約を結ぶ前に、既に証言を求める事項も書いた証

人出頭要求書を出すということになるんです。 

 先ほど冒頭に、質問の内容については弁護士を選任するという意味合いについては、

一語一句確認することもないけど、法的な助言を仰ぐのに、やっぱり一定の質問内容に

ついても確認してもらう必要はあるんじゃないかという質問に対して、そうでしょうね

というお話をされましたので、今言うたスケジュールでいくと、それが難しいのではな

いかと思うので、ちょっと日程的なことで確認したいところです。 
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 先ほど２日の日に委員会をされると言ったのは、質問内容を精査されるのかと思って

…… 

○委員長（丹尾廣樹君） 菅原委員。 

○20番（菅原義信君） 今、帰山委員のような話をし出すと、それこそカレンダーを横に

置いて、全部みんなのスケジュールを聞いて、その上でやらんといかんさかいに、だか

ら、委員長と副委員長と事務局と３者でもって協議をした上で、ベストだと思うような、

そういう段取りを組んでもらえばそれでええと。それで何かまずいところはあるやろか。 

○８番（帰山明朗君） 僕が聞きたかったのは、２日の日に委員会を行うのは、正副委員

長の決定であったり事務局であったりのことでいいと思っているんです。それは協議で

きれば。 

 だけど、この２日に委員会を行う協議内容が、証人出頭ではなくて、僕の先ほどの丹

尾委員長と話していた思いでは、そもそも今度の証言を求める事項とか、そこら辺の話

をするための委員会をここで開くのかというふうな思いだったんです。そうではないん

ですかということです。 

○委員長（丹尾廣樹君） これはもう一応議決というような形で行われる事項なので、こ

ういうルールに沿って会議を開きましょうということです。 

○20番（菅原義信君） 正式な委員会かどうかということを聞いているわけやろ。 

○８番（帰山明朗君） ２日の前に正式な委員会をもう一回開く必要があって、そこで協

議して議決するということですから、２日の前にもう一回委員会があるという理解でい

いんですか。 

○20番（菅原義信君） もう一回やるということや。 

○委員長（丹尾廣樹君） そうです。 

○20番（菅原義信君） だから３回目ではないということやな。 

○委員長（丹尾廣樹君） 林下委員。 

○１番（林下豊彦君） その３回目のときに、いろいろ証人喚問の出頭要請項目というん

か、理由を書くに当たって、ここで正しい判断が僕らができるのかって。その文言に対

して。ですから、そこにも弁護士さんは必要じゃないんですかということを僕は言って

いる。であると、今、帰山委員が言ったみたいに、弁護士さんを選任した後でないと、

そのことが進められないんじゃないんかと。別に先延ばしにするわけではないです、本

当に。それを僕はちょっと危惧しております。 

○委員長（丹尾廣樹君） そういう細かい話はね。細かいんですよ。はっきり言って、弁

護士さんは選任後でなければ全然使えないということではないと思うんですね。弁護士

さんに相談というのは、これははっきり言うと、日常でも皆さん方も弁護士さんに相談

されていると思います。万が一そういうような部分、皆さんがちょっと危ないんじゃな

いかとかというような部分があれば、そういうような臨時の相談も可能かなとは思いま

す。だから、ほとんどないだろうというのが前提にはございますけども。 

 そこまで言うと、もうなかなか…（マイク不通）…… 
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 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） これから弁護士の選任についてとそれに係る予算項目については

議決が必要ですので、本会議もしくは議会運営委員会に委員長から提案されるんですけ

ど、僕の理解ですと、選任するまで弁護士に相談するということが普通あり得ないとい

うか。だって、弁護士さんもボランティアではありませんので、相談すれば当然相談料

も発生してきますし、そういうことですので、いざとなれば事前に弁護士さんに何とか

相談しようということが、もしそういうことができるんであればおっしゃっていること

も分からんでもないですけど、事務局、今、弁護士さんを選任するに当たって、いろい

ろ調査するに当たって、選任前にちょっと聞いてみるとかそんなことが可能なんですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） 議会事務局長。 

○議会事務局長（九島 隆君） 契約外ということでこういう案件をということになりま

すと、別途１回当たり幾らというような形で発生するのかなというふうに思います。別

契約ですね。それが相談料ということで発生する。それでお願いするということは可能

は可能かとは思いますけれども、それがいいのかどうかというところは疑問はあります

けれども。 

○委員長（丹尾廣樹君） 議会内の中でいろいろ、我々のもともと100条委員会という部分

がなぜ必要なのかという部分が、やっぱりそれ自身に非常にそのミッションというんで

すかね。そういった部分を考えていただければ、そういうような質問というのは僕は出

ないんじゃないかなという気はするんですけどね。 

 というのは、やはり根本的に我々が質問することが悪意あるとかそういうような、何

かまずいというか、相手に被害をかけるというような質問であれば、まずそういう質問

をかけるかどうかという問題ですよ。だから、それはかけようとする部分がおかしいこ

とであって、これはこうじゃないんですかという正当なことを聞くという前提で発すれ

ば、そういうことは起こらないと思うんですね。 

 確かに枠内に顧問弁護士を頼むというようなことですから、我々の安全のために頼む

ということですから、そしたらもう日本国中、そういった部分のときに、もう一分たり

ともそういう枠から漏れたときには、もうそういうような質問もできないというような、

自信がないというようなことであったら、やっぱり我々の…… 

○20番（菅原義信君） だから、もし帰山委員が思っているような疑問が出た場合に、例

えばそういう質問項目を挙げるということが問題じゃないかという意見が出たときに考

えたらそれでいいんじゃねえの。 

○８番（帰山明朗君） もう一度お願いします。ごめんなさい。 

○20番（菅原義信君） 質問項目の中に、これは適法ではないんじゃないかという疑問が

起こったときには、これは弁護士さんに相談すべきじゃないかとかということは考えた

らそれでいいんじゃないかと。 

○14番（木村愛子君） 個人のケース・バイ・ケースだもん。 

○８番（帰山明朗君） そのときに弁護士さんがそばにいてくれなければ。 
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○20番（菅原義信君） いればいいけども、いなかった場合には、そういう方法だってい

いんじゃないかということ。 

○14番（木村愛子君） そんな大層なことをお尋ねになるんか、帰山さんは。 

○20番（菅原義信君） 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 木村委員の今、帰山委員はそんな大層なことをお聞きになるんで

すかというのは、もう一回意味をお聞かせいただけますか。 

○14番（木村愛子君） さっき菅原委員もおっしゃったけど、弁護士さんが必要だろうな

と思うときには、ケース・バイ・ケースだと思うんです。委員会全体でそれが必要とな

って、委員長が判断されながら動いているわけですから、お一人お一人の自分が意見を

出すに当たっての話だろうなというふうに理解していましたので、帰山委員はそれほど

のことで賛成されましたから、…………賛成されたから、…………これは弁護士さんに

相談しないと大丈夫かなと思うようなことが今気になっていらっしゃって、それを質問

状として出されるのかなということを今お尋ねしたんですね。 

○委員長（丹尾廣樹君） 委員の皆さんにちょっとお話ししたいと思います。 

 時間が長くなっております。あともう２点ほどお諮りすべきことがありますので、こ

こらでその話につきましてはちょっと終了させていただきたいなと思うんですけども。 

○８番（帰山明朗君） １番目のことを議決したときの根拠に関わる問題だと思っていま

す。弁護士を選任した理由は何かというと、公人はもとよりですけれども、私人、民間

人を呼んだときに、やっぱりその人たちに対して、我々委員が名誉を傷つける……（マ

イク不通）……として決めたわけです。その決めたことに対して、時間がないさかいに

ここまでにというのは…… 

○委員長（丹尾廣樹君） 帰山委員、発言のときはランプをつけてやってください。 

○８番（帰山明朗君） 発言を封じて終結しようとされ……（マイク不通）……一番最初

に弁護士を選任するときの理由については、証人であったり、もしくは委員であったり、

もしくはルールにのっとってしっかり進めるために、助言者として弁護士を仰ぐために

選任をする。それをみんな全員賛成で決めて、そしてまた、予算も追加予算が必要にな

る部分の大部分は弁護士選任に係る費用もかなりの部分を占めていたと思います。 

 そうした形で税金を使ってでも弁護士さんを選任する必要があったというのは、やっ

ぱりそういう理由があるから皆さんも賛成されたと思っているので、何で最初の証人の

ときにはまだ選任もされていないし、きちっと弁護士さんの助言も仰がずに決めていく

ことがいいのかなというのが、単純に疑問に思うだけです。 

 特に今度呼ぼうとしている方については、公人ではなく、一般の市民の方というか私

人に近い方ですので、そのことについては大切ではないかということを申し上げている

ので、この議論については極めて大事だというふうに思っています。それを先ほどから

各議員もおっしゃっているんだというふうに思っていますが。 

○委員長（丹尾廣樹君） ここのところはちょっと整理したいんですけども、結局、質問

項目というのは、質問をするときに、いわゆる喚問された証人の方に対して尋問すると
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いうような形になろうかと思います。このときの質問項目について、非常にまずい質問

というか、結局、委員自身が相手によって攻撃される質問という部分について言ってい

るんだろうと思うんですね。これについてはあくまでも顧問弁護士を頼んでからという

ことで、それの実行につきましては11月29日以降ということです。 

 ただし、例えば今後の流れを一遍きちんとやりましょうよと、もう一回やりましょう

よということで証言を求める事項について皆さんから提出していただいて、これをどう

しようかというときに、確かにその時点ではおっしゃるようなリスクもあるかもしれな

い。しかし、それを質問として生かすときには、弁護士の、いわゆる保護の中に入るわ

けですよ。そうすると、その間にまた一両日の空間が空くわけですよ。そういったこと

を使うことができるのであれば、そこで使って、その質問の聞き方の訂正という部分を

お願いしたらいいんじゃないかなと、こんなふうに思うんですね。 

 だから、あくまでも我々は素人ですから、証言を求める事項を皆さんから集めてやっ

たときに、これはちょっとひど過ぎるんじゃないかというのが確かに出てくる可能性は

あります。だけど、そういった部分を集約して我々なりに作って、そして弁護士さんの、

今度、第４回になりますけど、第３回はそれをやって、第４回になりますけど、その前

に見ていただくというような形でチェックを受ければ、そういうような危険はないんじ

ゃないかなというふうに感じております。 

 だから、そういうようなことで、非常にこの流れというんかね。この証人に出頭を求

めて、尋問の中身とかというような部分は非常にセンシティブなところなので、非常に

我々も法令とかそういった部分もかぶってきますので、非常に微妙なところはあります。

だからそれは必要でございますけども、一つの流れとして、証人喚問の流れというんか、

これを決めていくというのはまた必要なことではないかなと思いますので、一応１週間

ぐらいの後に次回をやって、そこで集約を図ろうということで納得していただきたいな

と、こんなふうに思うところでございます。 

 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） 弁護士さんの話がずっと出ていますけども、11月29日に本会議に

おいて議案が出されるんですね。採決されます。その件の話を前もって弁護士さんに話

をさせていただいて、事前の相談に対しても、報酬というんですかね。弁護士さんに払

うお金に関しては、29日以降の中で、成立した、その中でお支払いしますというような

ことをまず弁護士さんに相談をする。それが一番必要ですよ。そしてオーケーであれば、

今の問題は何ら問題ないというふうに思いますね。いかがですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） いろいろ工夫してやっていきたいなと、こんなふうに思うとこ

ろでございますので、今のやり方については了解していただけたらなと思っております。 

 よろしいでしょうか。 

○14番（木村愛子君） 賛成です。 

○委員長（丹尾廣樹君） 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） 賛成ですけど、まず弁護士さんに前もってその話をしておくべき
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です。そうして、了解が得られたということを委員の皆さんにも伝えていただきたい。

そうすれば皆さんも納得されるわけですから、その仕事をまず事務局を通してやってい

ただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（丹尾廣樹君） 江端委員。 

○２番（江端一高君） 私も奥村委員の意見に賛成でございまして、今、29日以降でない

と、可決されて初めて予算がつきますので、それが後づけで可能なんであれば、そのよ

うな形を取れば、委員長がされる尋問に関しては、弁護士さんの目を通ってから出頭を

求める日時とともに送られるということになるかと思いますので、そのような形を取ら

れるんであれば、私もそのような方法がいいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（丹尾廣樹君） 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 意見だけ申し上げておきたいと思います。 

 もうこういうふうに進むんならそれであれですけど、議会人として、先の議会の中で

議決するであろうことを前提にして、そのお金を当てにして動くということが、議員が

やることなのかという気はしています。 

 これはやっぱり議決した後に初めて成立するお金ですので、やっぱり議決した後にそ

れを執行するなら構いませんが、議決されない可能性があるのが、やっぱり本会議の議

論を経た上の議決というルールだと思っていますので、奥村委員さんがおっしゃる、江

端委員さんがおっしゃることも、これはやり方として本当に現実的には分かるんですが、

こういった場で議決した後のことを先取りするような形で、それで最初に相談すればい

いというのは、ちょっとあんまり議論としてはどうなのかなという意見を持ったという

ことだけ伝えておきます。 

○委員長（丹尾廣樹君） 九島事務局長。 

○議会事務局長（九島 隆君） すみません、事務局からの意見として申し上げますと、

契約前にそういう債務といいますか、仕事を任せるということはできないということだ

け御理解いただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（丹尾廣樹君） 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） では、前もって相談をすることに関して、弁護士さんがその分の

かかるお金は要らないというようなことになったらどうなるんですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） 事務局次長。 

○議会事務局次長（熊野正章君） 今ほど局長のほうから事務手続のことの話をさせてい

ただきましたし、奥村委員のほうから後づけでもいいんじゃないかというような御意見

もいただいたところなんですが、事務局のほうとして考えますのは、取りあえず本日以

降、二、三日くらいですか。皆さんから意見をいただいて、それを大きくまとめたよう

な形での質問項目とさせていただいて、11月29日の議決後に詳細のことについてお話を
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させていただくという。それで12月の証人喚問ですか、そういうところに間に合わせて

いきたいというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。 

 以上でございます。 

○委員長（丹尾廣樹君） 事務局の案に対して、どう思われますか。 

 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） 次長のほうからそういう提案があったので、それが一番いい方法

かなというふうに思います。 

 時限的なことを考えますと、12月最初の１日、２日ぐらいですか。１日、２日ですよ

ね。にはぎりぎり間に合うのかなというような思いもしますので、その点で進めていた

だければなというふうに思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 最終的に決めさせていただきたいと思います。 

 今後の流れということで、ここの部分については議決が必要だということで、証言を

求める事項とかそういった部分の正確なやり方というのを１週間後ぐらいに行いたいと

思っております。 

 その上で、一応ここの中で質問を出していただいて、それから29日以降にその内容に

ついては、こちらのほうではもう完璧な内容の質問事項をまとめることによって、また

弁護士さんに事前に見ていただいて了解を得ていくというような形でやりたいと思いま

す。 

 それで、次に証人喚問の場所、これについてちょっとやりたいと思うんですけど、本

委員会は公開が原則ということになっています。報道および一般傍聴のほか、ユーチュ

ーブなどの動画配信も必要ではないかと思っておりますけれども、動画配信となります

と、技術的な面と費用的な面を考慮しますと、撮影機材が整っている議場での開催が条

件ではないかなと思われます。 

 今後の証人喚問のことを考えると、全員協議会室とするか議場とするかにつきまして、

この点について御協議願いたいと思います。 

 どなたか御質疑はありますか。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 今、場所についてお尋ねになった委員長の趣旨については、動画

配信を行うときの技術的な問題なんだろうと思っているということがポイントで、全員

協議会室で行うか議場で行うかということを尋ねられたのがポイントでないかと思って

います。 

 ということになると、喚問を行うときにユーチューブ配信を行うか行わないかという

ことを決めていけば、おのずと場所は決まると思います。 

 その上でお伺いしたいんですけれども、ハンドブックの中にも書いてあった証人喚問

の際の映像の取扱いもしくは録画の取扱いについては、衆議院の例であったりしても、

ずっと映像を流すパターンと、もしくは裁判のように宣誓をする前になったら一定に動

画撮影は止めてかかって、録音だけをマスコミに許可するパターン、そしてまた、それ
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について事前に委員長が証人に確認をして、証人の許可を得て映像中継をする、もしく

はしないも決めるパターン、いろいろ書いてあったかと思うんですが、そうしたことを

今から図っていくのか、委員長のお考えをちょっと、今、議論する前に聞きたいと思い

ます。 

○委員長（丹尾廣樹君） これについては公開の原則ということで、動画配信というよう

な手法というのは今様に合ったやり方ではありますけれども、１点、やはり100条委員会

というような性格上、非常にプライバシーという部分があるのも事実でございます。そ

のために秘密会議というのもできるようにはなっていますけれども、ユーチューブの動

画配信というのは100条調査には今まではなかったような感じはいたしております。 

 そうですので、私としてはできましたら今のままのこの部屋を使った証人喚問にした

ほうがいいんではないかなと、こんなふうに思っておりまして、これはあくまでも私の

意見でございますので、皆様の御意見をここでお聞かせいただきたいと思います。 

○20番（菅原義信君） 賛同します。 

○委員長（丹尾廣樹君） ほか、何か意見はありますか。それでいいですか。 

 ただいま私の提案だけになってしまいましたけれども、次回以降の証人喚問を行う委

員会の会場につきましては、引き続き全員協議会室を使うということで決めたいと思い

ます。ユーチューブは行わないということで了解したいと思います。 

 次に、出頭すべき日時についてですけど、先ほどちょっとありましたけども、これは

第４回となりますね。第４回100条委員会の開催日ということになりますけれども、案と

しては、弁護士さんのお話から、２週間後の12月１日午前10時または午後２時からと考

えておりますけども、質疑はありますか。この点は。 

○委員長（丹尾廣樹君） 12月１日と２日。あと午前、午後の時間というようなことで、

質疑はありますか。 

 林下委員。 

○１番（林下豊彦君） 先ほどの話にもありましたけども、議会の質問通告の締切りが２

日の12時ですので、その前の日にというとちょっといろいろ問題もあるかと思いますの

で、２日の午後がよろしいかと私は思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 木村委員。 

○14番（木村愛子君） 林下委員の考え方も分かるんですけど、委員だけの立場じゃなく

て事務局等のことも考えると、通告が出てからが忙しくなられると思うので、その前の

日はどうかなと。木村は12月１日のほうがいいかなと思います。議員はつくるのに必死

だろうけども、事務局さんのことを考えると、ここで関わっていただくわけですから。 

○１番（林下豊彦君） じゃ、１日にしましょう。 

○14番（木村愛子君） 委員長と副委員長で決めていただければ、もう１日、２日という

弁護士さんの。 

○20番（菅原義信君） だから任せるって。 

○14番（木村愛子君） 任せます。……（マイク不通）……大きい議題が上がっていると
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思います。……（マイク不通）…… 

○委員長（丹尾廣樹君） 喚問の運営要領は決議されておりますが、証人への尋問方法と

いたしましては、本委員会の運営要領に基づいて、証人１人当たりの尋問時間をおおむ

ね１時間から２時間程度として、そして尋問の順番でございますけれども、先ほどもち

ょっともう皆さんのお話の中でありましたとおり、委員長の尋問をまず行いまして、委

員長からまず共通事項について総括的な尋問を行うと。それから、委員長の尋問終了後

に各委員から個別尋問を行っていただくということになっておりますので、各委員にお

かれましては、再度運営要領などを御確認いただきたいとお願いをいたしておきます。 

 次に、最後、協議事項５、記録の提出についてでございますが、地方自治法第100条の

第１項に基づきまして、関係者に提出を求める記録に関する協議となります。 

 記録につきましては、証人喚問と同様に、委員会で協議し決定した後、委員長に対し

て記録提出要求書を提出し、議長から関係者へ記録の提出を請求する運びとなります。 

 以上の内容を踏まえまして協議してまいります。 

 事前に各委員から提出を求める記録について御意見をもう頂いているところでござい

ますけれども、今のところ、何年から何年までのある記録の全てとか、こういうような

書き方での提出もあります。そういったこともありますけれども、一応、皆さんから提

出された記録については全て取り寄せたいと、こんなふうに思うところでございます。 

 一応、提出不備というような、そういう記録はないですよというようなことで、そう

いう部分もあるかもしれませんけれども、一応、提出を求める記録については全て行い

たいなと、こんなふうに思いますので、私の考え方に賛成の方の挙手を求めたいと思い

ます。 

○８番（帰山明朗君） 先にちょっと確認させてもらえませんか。 

○委員長（丹尾廣樹君） 中身ね。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 資料を求めるのはいいんですけれども、提出を求めて、提出をい

つまでに出してほしいかというのも結構ポイントになってくると思うんです。例えば森

川氏に関して、公取に出したと言われている資料について提出を求めるんであれば、そ

れを例えば証人喚問の前に事前に目を通しておいて、証人喚問のときにやっぱりそれに

基づいて質問をしたいという思いも持たれるでしょうし、林下委員も先ほどおっしゃっ

ていた、既に手持ちでない、もしくは僕らも伏字になっていたりアルファベットになっ

ているところということもありますので、求めるものはそれで求めればいいんですけど、

併せていつ頃までに求めるということも決められれば一番いいのかと思っています。こ

ちらのほうから求めることに関して。 

 もう一点、テープに関してです。僕もあのテープについてはぜひ聞かせていただきた

い。これはテープというのは、池田町に市議会議員が行ったときに録音されたとするや

り取りのテープは、やっぱりそのやり取りの根拠となるものですし、これは組合議会の

場では公開されたのを僕は聞いたんですが、聞いたからなおお願いしたいんですけれど
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も、テープを出してもらったらテープを聞くしかない。もしくはテープを聞かないのな

ら、聞いた上でそれを起こしたメモを見ないと、前回聞いた議員さんは分かると思いま

すけど、ちょっと声が聞き取りにくかったり何なので、核心の部分であったり調査に使

うためにはテープを起こした資料なんかがあるといいとは思っているんですが、それが

可能なのかどうか。そこら辺もちょっと確認していただきたいですし、お願いできるん

であれば、そういうのがあると非常に調査がやりやすくなるのかなというふうに思って

います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 議会事務局のほうにちょっと確認させていただきたいんですけ

ど、反訳についてですね。どの程度、反訳料というのもちょっと予算の増額の中に入っ

ておりますけれども、どの程度のことを考えておられるのか。ちょっと帰山委員さんの

ほうから質問がありましたので、お答えいただけますか。 

 熊野次長。 

○議会事務局次長（熊野正章君） 今ほどの委員長からのお尋ねでございますが、まず反

訳料としましては、本委員会における議事録ですね。このことしか考えてございません。

今の録音テープを文字起こしということが法的に可能なのかどうかというところもあり

ますし、予算づけも考えてございませんので、そのことについては弁護士さんが選任さ

れてから御相談をさせていただくということでお願いできますでしょうか。 

 以上でございます。 

○委員長（丹尾廣樹君） 議会事務局の説明を含めて、一応、私も先ほど言いました記録

の提出については、委員さんのほうから求める資料につきましては全て取り寄せたいと

いうようなことでございますので、そのほうに賛成の方の挙手を…… 

○８番（帰山明朗君） すみません。 

○委員長（丹尾廣樹君） 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 集約結果のこれ、全てとおっしゃって、例えば、ある委員さんか

ら新ごみ焼却施設等整備・運営事業について入札完了までの経緯が分かる資料というこ

とになると、かなり膨大で幅広い資料になってくるんですけど、これを委員会の中で、

これは組合議会に言うてかかって、新ごみ焼却施設等整備・運営について入札完了まで

の経緯が分かる資料というのを組合に言って、このことを全て出しなさいというような

アバウトな言い方になるのか、もしくは、鯖江市議会にも新ごみ焼却施設等整備・運営

事業に関わるような積み立てている予算についての記録があるんです。これについても

求めていくのか。そこら辺をはっきりしないと、これは記録請求するときに、様式に基

づいて書いていくときに、多分書けないんじゃないかと思うさかいに、今議決する前に

確認をしておきたいところなんです。そうでないと、委員長が議長に出す資料を作られ

るときに書けないと思うんです。 

○委員長（丹尾廣樹君） 木村委員。 

○14番（木村愛子君） それともう一つ、基本計画検討委員会には関わっておりましたの

で、会議録は、その計画委員会が開かれると、開かれたその前段の協議事項の中にこれ
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を会議録で残していいかというのを確認を取られて動いてきていますので、すぐこれは

文字化して私たちはもらっていますから、文字化できると思うので、大変だろう、膨大

だろうという話ではないんですけど、今自分の認識では、議長室に取り寄せた資料が置

かれていて、みんな各自自分で気になるところをチェックしなさいということなんだろ

うというふうに理解しておりますけれども、もう、すぐ出せるものはすぐ出して、先ほ

どどなたかが期日はどうするんですかとありましたので、出せる資料はすぐもう即刻、

近日中に出してほしいという、ほとんどそうだろうと思うんですけども、近日中に出し

てほしいと、いつまでに出してほしいというふうに、いつから縦覧できるかというのが

ちょっと気になるところです。 

○委員長（丹尾廣樹君） 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） 今、当面すぐ必要な資料というのがあると思いますね。まず公取

に出された告発文の内容、それはまず、ここはもう本当に近日中に出すべきだというふ

うに思います。 

 録音テープに関しては弁護士さんに相談してからということでありますから、それは

その後となりますけども、まずはそれを、その資料をまず提出していただくと。皆さん

に配付していただくということだというふうに思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） 一応、提出を求める記録の内容で、尋問内容に関わるというよ

うなことで、取り立ててすぐ欲しいという部分につきましては、一応、取り寄せたもの

につきましては全て議長保管というような形になります。議長保管になったものを、例

えばこの委員会で利用させてほしいというようなことがあるとは思います。これにつき

ましては、一応それを、例えば役所内資料につきましては全て出させますけれども、私

物と言うとちょっとおかしいですけど、個人の所有に係るようなものにつきましては、

その個人の了解をもって委員さんに配付してよいかということを聞いて、コピーを取ら

せて回覧させていただきたいと、このように考えておるところです。 

 あと何か質疑はありますか。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 例えばこの集約結果の中で丹尾委員長が書いていらっしゃる、平

成30年から令和４年度に係る組合全員協議会、そして本会議の会議録の全て、そして新

炉入札に係る内部調査委員関係全資料、その他、鯖江市・越前町議員で行った協議会記

録の全てと書いてあるんですが、これはポイントをちょっと絞られるというか、そうで

ないと、それは組合に求めれば組合も一生懸命出してくるんだろうと思うんです。もち

ろんのことですので。それでも集約結果の資料を上から下まで全部足していくとかなり

の分量の資料になってきますので、本当にこれは全て求める必要があるのか。 

 先ほど奥村委員おっしゃったように、まずは森川氏の公取に出されたという資料がメ

インであるんならば、そこから求めていって、あと逆に委員のほうから必要があればと

思いますけど、これ全部を取りあえず今求めるんだというのはかなり大変ではないのか

と。 
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これは、求めるときにはこういう書き方で求められるんかえ、事務的に。 

○委員長（丹尾廣樹君） 九島事務局長。 

○議会事務局長（九島 隆君） 先ほどからもいろいろ記録の提出要求についてあります

けれども、やはり明確にこの書類、この書類ということで示していかないと、当然、受

け取った側も何を提出すればいいのかというのが分からないというところがございます

ので、それぞれに明確に示していただかないといけないのかなというふうに思っており

ます。 

 あと、例えば全員協議会の議事録あるいは協議会の会議録というようなことがありま

したけれども、鯖江の全員協議会に関しましても会議録は取っておりませんので、それ

を提出を求められても衛生施設組合の事務局としては提出できないというような、事実

持っていないというところがありますので、そういうところはあるのかなというふうに

思いますので、ちょっと内容については精査する必要があるのかなというふうに思って

おります。 

○委員長（丹尾廣樹君） 求める資料については、委員からの求めに応じて全資料を出し

たいけれども、ある程度精査して、先方にも限界があるという部分も分からんことはな

いので、精査も必要だということもありますので、これにつきましては、極力その提出

を求めた委員さんのほうから――これは皆さんから集約していった場合に随分ダブって

いると思うんですね。ダブっているんです。これで、例えば第１号から第何号というよ

うな形で、本来的に言うと預かった資料ですから、みんな保存というんかね、そういう

番号をつけて、そして保存しなきゃいかんということがあると。また、皆さん自由に閲

覧できるというような、委員さんにはそうなりますので、そういうような部分でござい

ますので。 

 だけど、必要であれば、やっぱりこの部分については出していただきたいというよう

なものもありますので、そこの中で取捨選択して、また議会事務局と共にやりたいなと、

請求していきたいなと、こんなふうに思いますので、一応、私の案は大ざっぱではござ

いますけれども、皆さんから提出を求められた部分については、先方にないということ

もあるかもしれませんけども、基本的には極力求めていきたいと、こういうことで、そ

ういう姿勢を皆さんにはしたいと思いますし、また、この考え方に賛同の方の挙手を求

めていきたいなと、こんなふうに思います。 

○８番（帰山明朗君） 提出記録の求めることについて理由をお伺いしたいと思うんです

が、丹尾委員長が提出を求められている資料の中に、令和２年11月、12月の市長車の運

行表およびタクシー会社チケット使用記録簿と書いてあるんですが、これはなぜこの時

期のものに絞られたのか。いわゆるここに書いてあるとおり、問題となっている口利き

疑惑の日付と場所を特定するためにここを聞けばいいんだろうということですけど、何

でこの時期に。１か月に限定されているんですよね。 

○委員長（丹尾廣樹君） ２か月やね。 

○８番（帰山明朗君） 11月と12月の２か月のタクシー会社のチケットということですけ



－62－ 

ど、これは何か丹尾委員長の中で、いや、これは………でもっと広い範囲がいいのか狭

いのがいいのかがよう分からんもんですから、請求するに当たって、何で丹尾委員長が

11月、12月というふうに提出を求めるように書かれた根拠をお持ちなのかが分からない

もんですから、教えていただけるとありがたいなと。全てのことを取りあえず御一任す

るというのは、これも含まれるということですよね。 

○委員長（丹尾廣樹君） そうですね。 

○８番（帰山明朗君） これについてはなぜですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） これについては、日付と場所を特定するためということです。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 森川さんの公取に出された資料というのは僕も持っているんです

けど、令和２年の11月、12月というのは、この中から何か出てきている日時ですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） そうですね。今ははっきり予断を持ってこうだというような形

というんかね、その部分よりも、やっぱり日にちを特定したいというようなことなんで

すわ。 

○８番（帰山明朗君） こういった資料こそ、後日でもまた記録提出を求められるわけで

すので、森川氏にお伺いして、例えばいついつ頃に市議会議員と佐々木市長と業者さん

が面談する場を持ったとか、いろいろ具体的に書いてあることを確認して、いつ会った

んですかこれはと、恐らく聞くんだろうと思うので、その後に…… 

○委員長（丹尾廣樹君） 帰山委員、これ、言いますけれども、時期と請求、こちらのほ

うから提出を請求するという期間ですね。これについても、はっきり言って早いほうが

いいと私は思いますけれども、やっぱりその内容を吟味しながら、これよりももっとこ

ういう部分がいいとか、そういう部分が出てくるやにも思いますけれども、一応、100条

委員会の提出部分については、これは公の車の運行表ですから、いつだってオープンに

なっていなきゃいけないわけでございますので、何もそこでどうなんだとか、そういう

ところまでは臆測しないでいただきたいなと思います。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 臆測は全然持っていないですし、逆に予断も持っていないんです

けれども、なぜ口利き疑惑の日付と場所がこの期間だけの市長車の運行表だけでいいの

かというのが、委員長がこの時期であったりこのタイミングに何かしらの根拠であった

り判断をお持ちなのかなと思ったもんですから、聞いたんです。 

 これがはっきりするんであれば、はっきりしてかかるほうが、この資料を求める理由

も明確になりますし、それがはっきりしないんであれば、あんまりこの具体的な資料は

もう少し、そのことが誰かに聞けば分かるんであれば、その後に求めていけばいい資料

でないんかなと。ほかの資料とちょっと性格が違うもんですから。というふうに思って

質問をさせていただいています。 

○委員長（丹尾廣樹君） 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） 今、帰山委員が言われたように、まず１回目の喚問、そのときに
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いろいろなことが出てきますよね。それに基づいて、この件も恐らくそういうようなこ

となんですわ。ですから、それに基づいてまた出してもらうというようなことでどうで

すか。 

○委員長（丹尾廣樹君） （マイク不通）……そういう面があると思いますけれども、一

応、方向性としては皆さんからの求めに応じてこちらも極力努力すると、書類の提出を

先方のほうへ請求をかけるように努力するということでお願いしたいなと思います。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 委員長おっしゃるとおりですし、委員長が委員からの求めに応じ

てできるだけ資料請求していくことで、委員会の調査の正確性を図りたいという御意見

はそのとおりだと思っています。 

 それでも、委員会の中でやっぱり求められた資料においても、それがなぜ必要で、そ

れがどういった調査のために必要なのかをやっぱり明確にしていかないと、100条調査の

権限は重いですから、やっぱり資料を出しなさいよと言われれば、努力してその相手先

も出してくることだと思いますので、そのためにもその資料を求めるための理由であっ

たりとかその内容、その必要性については、やっぱりきちっと必要なだけの話合いはす

べきだと思っています。 

 取りあえずここからここまでもらおうかというのは、何かちょっとあんまりよろしく

ないのではないかなと思いますので、資料請求についても少し吟味すべきところは吟味

していくことが必要ではないかと思っています。 

○委員長（丹尾廣樹君） 以上なことで、請求のタイミングとかいろいろなこともござい

ますけれども、帰山委員のお𠮟りにもあるような感じをいただきましたけども、こうい

うようなことで慎重を期さなきゃいかんということには間違いないとは思います。先方

もありますことですから、求めたら全て手に入るということではありませんけれども、

極力提出を求めていきたいなと、こんなふうに思います。 

 一応こういうような形で、賛成の方の挙手を求めたいと思います。 

○８番（帰山明朗君） 何を決めたいのか、ちょっとはっきり…… 

○委員長（丹尾廣樹君） これは、だから、こういうような形で記録の請求集約結果とい

う部分において、一応、皆さんの欲しいというようなことについては提出を求めていく

というようなことです。 

○１番（林下豊彦君） こんなたくさん皆さんの書いたものがあるんですが、やっぱりそ

れぞれの項目をもう少し精査して、請求するに当たって、もうちょっと請求するときに

本当に迷わないようにというんか、このまま委員長にお任せしても、委員長は多分大変

な思いをすると思うんですけど、この中のものをもうちょっとそれぞれの項目について、

同じような項目もありますからね。これはちょっとやっぱり委員会としてまとめなあか

んことなんじゃないんかなと思うんです。そのことを委員長、どう思われますか。 

○委員長（丹尾廣樹君） 本来的に言うと、分科会と言ったら変ですけども、そういった

部分を設けて、林下委員は記録の提出の請求係というような形とか、そういうような形
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で充ててもいいわけですね。極力、共同していくというような形でね。 

 そういう中で、ほとんどの努力が、今、議会事務局のほうの肩にかかっているわけで

すよ。だから、実際的に言うと、記録を求めるものが少なければ少ないほど楽なわけで

すよ。だから、そういう部分があることも事実なんですけども、やはり記録というのは

非常に大切なので、前向きに求められる部分については、皆さんから御提案があった部

分については、極力そろえるように努力したいというような気持ちでおります。 

 こういうようなことで賛同いただけないでしょうか。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） 委員長ももちろん御承知のことだと思いますけど、議事録が残る

わけなんです。議決したときに、何について議決したというのは後から確認することが

必ず出てきます。だけど、今の口頭で伝わっている議事録への、こういうことでいいと

思いますかと言って採決するわけです。こんな採決の仕方は議会の中ではあんまりあり

ませんので、例えば記録の提出請求についてはこういうやり方でこうするということを、

具体的なことを、今おっしゃられたことを繰り返しになってもいいので述べられて、こ

れについて賛成の方については挙手を求めるとか求めないとかという形でされるほうが、

我々も手を上げたり下げたりするときに間違いがないと思いますし、それこそ記録上も

間違いないのではないかと思っています。 

○委員長（丹尾廣樹君） 例えば委員はどういうような形の提出の求め方がいいと思いま

すか。 

 帰山委員。 

○８番（帰山明朗君） お許しをいただけるんであれば、今議題としております提出を求

める記録については、皆様の御手元に配付した資料のとおり、各委員から提出を求める

記録の内容、理由について示されておりますけれども、それについては、事務局もしく

は皆さんの中で、重なっているものについては一定の集約を行う。そしてまた明確化し

てかかって、先ほど委員長おっしゃったように、あんまり幅広い資料を出させるのは委

員長としても本意でないとおっしゃっていたので、少し記録の時期であるとか、その記

録の名称であるとかをはっきり示せるんであれば、それを改めて示してもらうこと。 

 そして、先ほど私が申し上げましたけれども、委員長がおっしゃっていらっしゃる車

の運行表であったりタクシーについては、先ほど奥村委員おっしゃっていただいたとお

り、例えばそれの原因となったりとか根拠となっている証人の喚問の後に行っていけば

いいんでないかということ等々も含めまして、いま一度この集約結果についてはまとめ

直しまして、その結果に基づいてまた議決を次の委員会で行いたいと思いますが、それ

でどうでしょうかというのも一案だとは思っています。 

 今このままで全部求めるんだというのは、あまりにもちょっと、大丈夫かなという思

いがありますので。これは僕の私案ですので、ほかの委員の皆様の御意見があれば、そ

の中で今日どこまで決めていくかということを決めればいいんだろうなと思っています。 

 僕としては、最初に公正取引委員会に出した森川氏の資料を出していただいて、その
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証言を聞いた後にまた記録を求めていってもいいのかなというふうに、個人的には思っ

ています。 

○委員長（丹尾廣樹君） ほかに御意見はありますか。 

 奥村委員。 

○10番（奥村義則君） 私も今、帰山委員が言われたようなことには賛同します。一遍に

資料をこれだけ頂いても、大変ですよ、これ。だから、適宜、必要なものを求めていく

というようなことが我々も楽ですし、一遍にそんな膨大な資料を、時間も許す限りあれ

ですけども、なかなか無理やと思うんですね。ですから、適宜というような形で選んで

いくというような形でいいかなというふうには思います。 

 私もさっきも言いましたけど、まずは森川氏が公取に出された文書の、要するにアル

ファベットのないやつですね。そのものを皆さんに配付するというのが一番。それによ

って、３日ぐらいの間に皆さんに出してほしいというようなことも言われていましたの

で、まずはそれを早急にすべきであろうというふうに思います。 

 その中で、尋問していった内容の中で、また必要な書類というのはきっと出てくると

思うんですわ。そしたら、その次の会に向かって出していただくというようなことが必

要かなというふうに思います。 

 一遍にこれだけのものを出して、私らも頭がこんがらかってしまうというようなこと

もあると思いますよ、これは、実際。 

 あと、個人的にこれが必要であるなということであれば、それは個人個人で要求して

もらってもいいのかなというふうに思います。委員会でなくてもね。それでいいんかな

というふうな思いはします。 

○委員長（丹尾廣樹君） 江端委員。 

○２番（江端一高君） 私も奥村委員に一部賛成ではあるんですが、今回出頭を求める証

人がお二人決まりましたので、やはりこのお二人に関係する資料をまず提出を求めるの

が一番よろしいんではないかというふうに思います。 

 そうしますと、今お二人から出ておりましたけども、公正取引委員会へ提出した全文

ですね。目隠しがない状態の全文が１点と、もう一つは調査項目２に関わりますけれど

も、衛生組合のほうでも流されましたけれども、録音テープの提出をお願いするのが１

点。計２点でまずは提出を求めるのがよいんではないかと。出頭を求める証人お二人に

関する直接的な資料かと思いますので、それがよいというふうに私は考えます。 

○委員長（丹尾廣樹君） ほかにございますか。 

 木村委員。 

○14番（木村愛子君） 自分といたしましては、今、最初に証人として出ていただく方の

ところからの書類を要求するというのは分かりますけど、この羅列された文書をそのま

ま議長から担当するところに行くわけではないから、これをきちんとやっぱり整理され

て、文書として整理されて、ダブっているところなんかは整理されると５本か６本にな

ると思うんですね。 
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 私はやっぱり同時期に、議長から書類として提出してくださいという発信だけはして

おいてもらったほうが。随時入ってきたものから見せていただくという流れをつくって

おいていただきたいなと思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） ほかにありますか。 

 ……（マイク不通）……ものという部分を早急に選んでいくというような形で、提出

を求めていくというようなこと。そして、こういうようなことで、きちんとした管理も

もちろん必要ですし、今のような形をそれぞれ提出を要求した委員さんがおられますけ

ども、こういったところの重複というものもチェックしながら文書を求めていきたいな

と、こんなふうに思います。 

 基本的には全部、皆さんから来たものをまとめて請求という部分については、皆さん

の合意は得られそうもありませんので、そこらのところを必要な向きからやっていくと

いうような形で、根本的なものについては、またチェックしながら取らなきゃいかんと

は思いますけども、取りあえず、端的に言いましたけども、次の証人に必要な向きにつ

きましては、早急にそろえておくと。だから、次の証人、次の証人という形で、そうい

ったことで提出の書類というのは必然的にそろっていくんじゃないかということでござ

いますので、そういう方式でやりたいなと思います。 

 そしたら、そういうようなことで、具体的にはこれとこれを今とか、提出する記録に

ついてこれとこれというような形で、取りあえずは次の証人に関する２つの資料という

んですかね。公取と、それからテープの資料について、これを取るということで、こう

いう形で今後進めていきたいということで、今の考え方に賛成という形で挙手を…… 

○１番（林下豊彦君） 申し訳ないですけど、それならそれで、今の２項目それぞれを確

認したらどうですか。 

○委員長（丹尾廣樹君） これは相手があるようなものでございますので、所有権という

のがありますので、ここらの方の御了解というのも前提となってこようかと思います。 

 これについては、委員会の内部でそういう部分の資料になりますことから、コピーな

り、またそういったことをさせていただきたいと。先方のほうへ。先方のほうが断った

らもうこれはできませんけども、取り寄せたけども配付まではというようなことで、委

員会での配付も拒否されればこれまでですけども、一応その部分については取り寄せる

ということでやっていきたいなと、こんなふうに思います。 

 こういうような方法でやっていきたいと思いますので、皆さんの賛同を求めたいと思

います。 

○１番（林下豊彦君） ですから、それぞれの項目、例えば今の公正取引委員会に提出し

た書類の提出を賛同するかどうかを聞いていただきたい。録音テープについて提出いた

だくかどうかを賛同していただかないと、それはちょっと一体何を提出していただくの

かが今の委員長の話の中では明確ではないですから、そこのところは明確にこれとこれ

ということで言っていただいたほうがいいように思いますが。 

○委員長（丹尾廣樹君） ちょっと言い方を変えます。 
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 これについては、事前の会合で提出を求める記録とかそういったものが必要になると

思いますね。そういうようなことで、その折、提出してもらうという案がありますけど

も…… 

○10番（奥村義則君） 今、森川氏が公正取引委員会に出された文書、それと録音テープ

ですよね。その２つのことが出ているので、それに対して採決を採っていただきたいと

思います。 

○委員長（丹尾廣樹君） この２点についてすぐ取り寄せるということで、採決したいと

思います。 

 賛成の方。 

（挙 手 全 員） 

○委員長（丹尾廣樹君） 全員。この部分については即刻取り寄せて、皆さんに、了解を

得られれば、すぐコピーとかを配付したいと思います。 

 また、それ以降につきましては、その折、そういうような形で資料の取り寄せを行い

たいと思います。 

 それでは、以上で本日の協議事項は全て終了となります。 

 委員におかれましては、何か最後にございますか。 

 ないようでありますので、以上で第２回100条調査特別委員会を閉会したいと思います。

ありがとうございました。 

閉会 午後７時16分 

 


